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２０２４年度診療報酬改定
～放射線分野を中心として～

2024年10月19日

一般社団法人 日本画像医療システム工業会

経済部会 診療報酬委員会 鍵谷 昭典

九州地域放射線技師研修会 御中



以下のURLに掲載の官報告示資料等より抜粋
（医科点数表・個別改定項目・留意事項・施設基準等）

〇中医協・総会 第584回（2024年2月14日開催）答申書資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html

厚生労働省・令和６年度診療報酬改定について（2024年3月5日告示）資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html

〇診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会（令和５年度第２回）
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00012.html

〇診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会（令和５年度第１回）
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html

〇令和６年度診療報酬改定説明資料等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html

〇令和６年度診療報酬改定説明資料等について（Youtube動画）
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWhCI3jkGORR92NJw8fQDYJy

２０２４年度診療報酬改定内容

こちらがメイン

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00012.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWhCI3jkGORR92NJw8fQDYJy


２０２４年（令和６年）度の診療報酬改定率は、以下のとおり。

診療報酬全体  ▲０．１２％

１．診療報酬本体     ＋０．８８％
国費８００ 億円程度（令和６年度予算額）
※１   うち 、 ※２～４を除く改定分 ＋０．４６％

各科改定率 医科＋０．５２％
歯科＋０．５７％
調剤＋０．１６％

４０ 歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、
歯科技工所等で従事する者の賃上げに資する措置分（＋０．２８％程度）を含む。
※２ うち、看護職員、病院薬剤師等の医療関係職種ベア対応 ＋０．６１％
※３ うち、入院時の食費基準額の引き上げ等  ＋０．０６ ％
※４ うち、、生活習慣病を中心とした管理料等 ▲０．２５％

２．薬価等  ▲１．００％
国費▲１，２００ 億円程度（令和６年度予算額）

➀ 薬価   ▲０．９７％
➁ 材料価格   ▲０．０２％

２０２４年度診療報酬改定率について

出典：中医協・総会第574回（2023年12月20日）資料より抜粋

２０２４年度診療報酬改定内容



３．診療報酬・薬価等に関する制度改革事項
上記のほか、良質な医療を効率的に提供する体制の整備等の観点から、次の項目

について、中央社会保険医療協議会での議論も踏まえて、改革を着実に進める。
・ 医療ＤＸの推進による医療情報の有効活用等
・ 調剤基本料等の適正化

加えて、医療現場で働く方にとって、令和6年度に2.5％、令和7年度に2.0％のベー
スアップへと確実につながるよう、配分方法の工夫を行う。あわせて、今回の改定によ
る医療従事者の賃上げの状況、食費を含む物価の動向、経営状況等について、実態
を把握する。

４．医療制度改革
長期収載品の保険給付の在り方の見直しとして、選定療養の仕組みを導入し、後発

医薬品の上市後5年以上経過したもの又は後発医薬品の置換率が50％以上となっ
たものを対象に、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の3までを保険給付の
対象とすることとし、令和6年10月より施行する。

また、薬剤自己負担の見直し項目である「薬剤定額一部負担」「薬剤の種類に応じ
た自己負担の設定」「市販品類似の医薬品の保険給付の在り方の見直し」について、
引き続き検討を行う。

２０２４年度診療報酬改定率について

出典：中医協・総会第574回（2023年12月20日）資料より抜粋

ベースアップ分の確保

２０２４年度診療報酬改定内容



今までの診療報酬改定率の推移

←被用者本人負担が2割に！
（3割負担は2003年～）

←介護保険の導入！

←史上初の診療報酬本体・薬価
の同時マイナス改定！

←大幅マイナス改定！

←10年ぶりのプラス改定！

＊全体改定率の枠
水色がプラス改定
 ピンク色がマイナス改定

←僅かながらプラス改定！

←消費税対応分あり（実質-１．２６％）

←実質は連続マイナス改定

←消費税対応分（2019年10月より）

←前回に続いてマイナス改定

年度
診療報酬

薬価基準 全体
本体

1992 5.00% -2.50% 2.50%

1994 4.80% -2.12% 2.68%

1996 3.40% -2.60% 0.80%

1997 1.70% -1.32% 0.38%

1998 1.50% -2.80% -1.30%

2000 1.90% -1.70% 0.20%

2002 -1.30% -1.40% -2.70%

2004 0.00% -1.00% -1.00%

2006 -1.36% -1.80% -3.16%

2008 0.38% -1.20% -0.82%

2010 1.55% -1.36% 0.19%

2012 1.38% -1.38% 0.00%

2014 0.73% -0.63% 0.10%

2016 0.49% -1.33% -0.84%

2018 0.55% -1.74% -1.19%

2019 0.41% -0.07% 0.33%

2020 0.55% -1.01% -0.46%

2022 0.43% -1.37% -0.94%

2024 0.88% -1.00% -0.12% ←賃上げ、食材高騰等への手当を含む

２０２４年度診療報酬改定内容



出典：中医協・総会第572回（2023年12月13日）資料より

医療従事者の雇用確保
働き方改革等

医療ＤＸ、医療機能
分化・連携等

患者の安心・安全、
質の高い医療等

効率化・適正化等

２０２４年度診療報酬改定内容



＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋

２０２４年度診療報酬改定内容



＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋

２０２４年度診療報酬改定内容



＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋

２０２４年度診療報酬改定内容



＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋

２０２４年度診療報酬改定内容



＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋

２０２４年度診療報酬改定内容



12出典：中医協・総会（2023年4月26日）資料より

診療報酬改定時期

薬価は4月1日～

本体は6月1日～

２０２４年度診療報酬改定内容



＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋

２０２４年度診療報酬改定内容



画像診断及び放射線治療
における主な項目



画像診断関連の概要（主なもの）
【画像診断管理加算の見直し】

画像診断管理加算２ 175点 これまでの加算180点から5点の減点

画像診断管理加算３ 235点 新設（学会からの提案の加算2.5のこと）

※施設基準に救命救急センター、ＡＩ管理等が加わった

画像診断管理加算４ 340点 変わらず（以前の加算３の名称を加算４に変更）

【ポジトロン断層撮影】
（新） 18Ｆ標識フルシクロビンを用いた場合（一連の検査につき）  2,500点
（新） アミロイドＰＥＴイメージング剤を用いた場合（一連の検査につき）

イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合 12,500点
ロ イ以外の場合  2,600点

【ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影】
（新） 18Ｆ標識フルシクロビンを用いた場合（一連の検査につき） 3,625点
（新） アミロイドＰＥＴイメージング剤を用いた場合（一連の検査につき）

イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合 13,625点
ロ イ以外の場合   3,725点

【ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影】
（新） 18Ｆ標識フルシクロビンを用いた場合（一連の検査につき）  4,160点
（新） アミロイドＰＥＴイメージング剤を用いた場合（一連の検査につき）

イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合 14,160点
ロ イ以外の場合 4,260点

改

新

新

新



画像診断関連の概要（主なもの）

【乳房トモシンセシス撮影】

（新設）乳房トモシンセシス加算 100点

【血流予備量比コンピューター断層撮影】

施設基準に画像診断管理加算１の追加 改

新



放射線治療関連の概要（主なもの）

【体外照射】
強度変調放射線治療において、小細胞肺癌に対して、１回目の照射と２回目の
照射の間隔が６時間を超える場合に限り、所定点数を１日に２回分算定できる。

【医療機器安全管理料２】

密封小線源治療機器を追加

【粒子線治療】

重粒子線治療・陽子線治療ともに適用疾患の追加

【短期滞在手術等基本料】

ガンマナイフによる定位放射線治療 58,496点→60,796点 増点

【がん性疼痛緩和指導管理料】
（新設）難治性がん性疼痛緩和指導管理加算 １００点 新

改

改

改

改



画像診断関連



２０２４年度診療報酬改定内容

＊中医協総会第584回（2024年2月14日）資料より抜粋

第４部 画像診断・通則

画像診断管理加算について 
 

１～３ （略） 
４区分番号Ｅ００１、Ｅ００４、Ｅ１０２及びＥ２０３に掲げる画像診断については、別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を
文書により報告した場合は、画像診断管理加算１として、区分番号Ｅ００１又はＥ００４
に掲げる画像診断、区分番号Ｅ１０２に掲げる画像診断及び区分番号Ｅ２０３に掲げる画
像診断のそれぞれについて月１回に限り70点を所定点数に加算する。ただし、画像診断
管理加算２、画像診断管理加算３又は画像診断管理加算４を算定する場合はこの限りでな
い。
５ 区分番号Ｅ１０２及びＥ２０３に掲げる画像診断については、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において
画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した
場合は、画像診断管理加算２、画像診断管理加算３又は画像診断管理加算４として、区分
番号Ｅ１０２に掲げる画像診断及び区分番号Ｅ２０３に掲げる画像診断のそれぞれについ
て月１回に限り175点、235点又は340点を所定点数に加算する。

６ 遠隔画像診断による画像診断（区分番号Ｅ００１、Ｅ００４、Ｅ１０２又はＥ２０３
に限る。）を行った場合についても同様。 

画像診断管理加算２ 175点 これまでの加算180点から5点の減点

画像診断管理加算３ 235点 新設（学会からの提案の加算2.5のこと）

画像診断管理加算４ 340点 変わらず（以前の加算３の名称を加算４に変更）

改

新



２０２４年度診療報酬改定内容

(１) 画像診断管理加算１は、専ら画像診断を担当する医師（地方厚生（支）局長に届け出
た、専ら画像診断を担当した経験を10 年以上有するもの又は当該療養について、関係学
会から示されている２年以上の所定の研修を修了し、その旨が登録されているものに限る
。以下同じ。）が読影及び診断を行い、その結果を文書により当該専ら画像診断を担当す
る医師の属する保険医療機関において当該患者の診療を担当する医師に報告した場合に
、月の最初の診断の日に算定する。画像診断管理加算２、画像診断管理加算３又は画像
診断管理加算４は、当該保険医療機関において実施される核医学診断、ＣＴ撮影及びＭＲ
Ｉ撮影について、専ら画像診断を担当する医師が読影及び診断を行い、その結果を文書に
より当該専ら画像診断を担当する医師の属する保険医療機関において当該患者の診療を
担当する医師に報告した場合に、月の最初の診断の日に算定する。なお、夜間又は休日
に撮影された画像については、当該専ら画像診断を担当する医師が、自宅等の当該保険
医療機関以外の場所で、画像の読影及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を用いた
上で読影及び診断を行い、その結果を文書により当該患者の診療を担当する医師に報告
した場合も算定できる。（※下部のURLが参考になります）

その際には、患者の個人情報を含む医療情報の送受信に当たり、安全管理を確実に行っ
た上で実施すること。また、当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託した場
合は、これらの加算は算定できない。（「６」又は「７」により算定する場合を除く。）また、これ
らの加算を算定する場合は、報告された文書又はその写しを診療録に添付する。 

画像診断管理加算の留意事項

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋

• （

※日本医学放射線学会の保険診療における遠隔画像診断の管理に関する指針は
以下のURLから参照可能です。
→https://www.radiology.jp/member_info/guideline/20240305_01.html

https://www.radiology.jp/member_info/guideline/20240305_01.html


２０２４年度診療報酬改定内容

(２) 画像診断管理加算１、画像診断管理加算２、画像診断管理加算３又は画像診
断管理加算４は、それぞれの届出を行った保険医療機関において、専ら画像診断を
担当する常勤の医師のうち当該保険医療機関において勤務する１名（画像診断管理
加算３を算定する場合にあっては３名、画像診断管理加算４を算定する場合にあって
は６名）を除いた専ら画像診断を担当する医師については、当該保険医療機関にお
いて常態として週３日以上かつ週22時間以上の勤務を行っている場合に、当該勤務
時間以外の所定労働時間については、自宅等の当該保険医療機関以外の場所で、
画像の読影及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を用いた上で読影を行い、そ
の結果を文書により当該患者の診療を担当する医師に報告した場合も算定できる。
（※以下のURLが参考になります。）

その際、患者の個人情報を含む医療情報の送受信に当たり、安全管理を確実に行
った上で実施する。また、病院の管理者が当該医師の勤務状況を適切に把握してい
ること。 

画像診断管理加算の留意事項

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋

※日本医学放射線学会の保険診療における遠隔画像診断の管理に関する指針は
以下のURLから参照可能です。
→https://www.radiology.jp/member_info/guideline/20240305_01.html

https://www.radiology.jp/member_info/guideline/20240305_01.html


２０２４年度診療報酬改定内容

画像診断管理加算１に関する施設基準

(１) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
(２) 画像診断を専ら担当する常勤の医師（専ら画像診断を担当した経験を10 年以上有す
るもの又は当該療養について関係学会から示されている２年以上の所定の研修（専ら放射
線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology（IVR）及び核医学に関する
事項を全て含むものであること。）を修了し、その旨が登録されている医師に限る。）が
１名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部
分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(３) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(４) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。

画像診断管理加算１については、

特に施設基準に変更はない！

画像診断管理加算の施設基準

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



２０２４年度診療報酬改定内容

画像診断管理加算２に関する施設基準

(１) 放射線科を標榜している病院であること。
(２) 画像診断を専ら担当する常勤の医師（専ら画像診断を担当した経験を10 年以上有す
るもの又は当該療養について関係学会から示されている２年以上の所定の研修（専ら放射
線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology（IVR）及び核医学に関する
事項を全て含むものであること。）を修了し、その旨が登録されている医師に限る。）が
１名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部
分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(３) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影
について、(２)に規定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。
(４) 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層診断のうち、少なく
とも８割以上の読影結果が、(２)に規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに
当該患者の診療を担当する医師に報告されていること。
(５) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(６) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
(７) 関係学会の定める指針を遵守し、ＭＲＩ装置の適切な安全管理を行っていること。
 

画像診断管理加算２については、

特に施設基準に変更はない！

画像診断管理加算の施設基準

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



２０２４年度診療報酬改定内容

画像診断管理加算３に関する施設基準

(１) 放射線科を標榜している病院であること。

(２) 「救急医療対策事業実施要綱」（昭和52年７月６日医発第692号）に定める第３「救命救急セン
ター」又は第４「高度救命救急センター」を設置している保険医療機関であること。
(３) 画像診断を専ら担当する常勤の医師（専ら画像診断を担当した経験を10 年以上有するもの又は当該
療養について関係学会から示されている２年以上の所定の研修（専ら放射線診断に関するものとし、画像
診断、Interventional Radiology（IVR）及び核医学に関する事項を全て含むものであること。）を修了し、
その旨が登録されている医師に限る。）が３名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する
医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(４) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影について、(３)
に規定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。
(５) 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層診断のうち、少なくとも８割以上の読
影結果が、(３)に規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に
報告されていること。
(６) 当該保険医療機関において、関係学会の定める指針に基づく夜間及び休日の読影体制が整備されてい
ること。（日本医学放射線学会の夜間及び休日の画像診断体制に関する指針はこのURLより参照可能。）

→https://www.radiology.jp/member_info/guideline/20240305_02.html
(７) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(８) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
(９) 関係学会の定める指針を遵守し、ＭＲＩ装置の適切な安全管理を行っていること。

(10) 関係学会の定める指針に基づいて、人工知能関連技術が活用された画像診断補助ソフトウェ
アの適切な安全管理を行っていること。その際、画像診断を専ら担当する常勤の医師（専ら画像診断
を担当した経験を10 年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている２年以上の所定
の研修（専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology（IVR）及び核医学に関す
る事項を全て含むものであること。）を修了し、その旨が登録されている医師に限る。）が責任者として
配置されていること。

画像診断管理加算の施設基準 改

施設基準に救命救急センターや、

ＡＩの管理に関する項目が追加された！ なお、

学会提案のがん診療連携拠点病院は外れた

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋

https://www.radiology.jp/member_info/guideline/20240305_02.html


２０２４年度診療報酬改定内容

画像診断管理加算４に関する施設基準

(１) 放射線科を標榜している特定機能病院であること。
(２) 画像診断を専ら担当する常勤の医師（専ら画像診断を担当した経験を10 年以上有するもの又は当該療
養について関係学会から示されている２年以上の所定の研修（専ら放射線診断に関するものとし、画像診断
、Interventional Radiology（IVR）及び核医学に関する事項を全て含むものであること。）を修了し、その旨が
登録されている医師に限る。）が６名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、
勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(３) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影について、(２)に規
定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。
(４) 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層診断のうち、少なくとも８割以上の読影
結果が、(２)に規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告
されていること。
(５) 当該保険医療機関において、関係学会の定める指針に基づく夜間及び休日の読影体制が整備されている
こと。（日本医学放射線学会の夜間及び休日の画像診断体制に関する指針はこのURLより参照可能。）

→https://www.radiology.jp/member_info/guideline/20240305_02.html
(６) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されており、当該保険医療機関において実施される全ての
核医学診断、ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影について、夜間及び休日を除いて、検査前の画像診断管理を行ってい
ること。
(７) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
(８) 関係学会の定める指針を遵守し、ＭＲＩ装置の適切な安全管理を行っていること。
(９) 関係学会の定める指針に基づいて、適切な被ばく線量管理を行っていること。その際、施設内の全ての
ＣＴ検査の線量情報を電子的に記録し、患者単位及び検査プロトコル単位で集計・管理の上、被ばく線量の
最適化を行っていること。
(10) 関係学会の定める指針に基づいて、人工知能関連技術が活用された画像診断補助ソフトウェアの適切な
安全管理を行っていること。その際、画像診断を専ら担当する常勤の医師（専ら画像診断を担当した経験を
10 年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている２年以上の所定の研修（専ら放射線診
断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology（IVR）及び核医学に関する事項を全て含むものであ
ること。）を修了し、その旨が登録されている医師に限る。）が責任者として配置されていること。

画像診断管理加算の施設基準
画像診断管理加算４については、名称変更と

夜間及び休日の読影体制の整備が追加された！

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋

https://www.radiology.jp/member_info/guideline/20240305_02.html


２０２４年度診療報酬改定内容

夜間及び休日の画像診断体制に関する指針

＊日本医学放射線学会のガイドライン資料（2024年3月5日）より

令和6年3月5日
公益社団法人日本医学放射線学会

1． はじめに
医療機関における 夜間及び休日の体制の充実、特に診断能力 の向上は、その迅速な対応に

より患者の予後に影響するだけでなく、 十分な人的資源のない夜間及び休日において、スムーズ
な診療や医療連携を行うために重要であり、 医療機関の能力向上、地域医療の質の向上に資
する取り組みと考えられる。 今回、夜間及び休日の緊急の画像診断について、人的資源の乏し
い夜間及び休日であっても質を低下させることなく、効率的な運用が行えるよう、その運用方法
や内容について記載した。 本指針を基に、各医療機関で夜間及び休日の緊急の画像診断がよ
り適切な形態で運用されることを期待する。

2． 本指針の位置づけ
本指針は、夜間及び休日等の業務時間外での緊急の画像診断が、質を著しく低下させることなく
、効率的に運用できるよう、業務の内容や方法等について整理したものである。

https://www.radiology.jp/member_info/guideline/20240305_02.html

新たに「夜間及び休日の画像診断体制に関する指針」が示された！

おそらく、画像診断管理加算３、４の要件として重要視された結果であり、

加算要件の特定機能病院や救命救急センター等には必須の項目とされた。

同時に、「保険診療における遠隔画像診断の管理に関する指針」も示された。

https://www.radiology.jp/member_info/guideline/20240305_02.html


２０２４年度診療報酬改定内容

夜間及び休日の画像診断体制に関する指針

＊日本医学放射線学会のガイドライン資料（2024年3月5日）より

3． 夜間及び休日に画像診断を行う際に考慮すべきこと
夜間及び休日に画像診断 を行う体制については、以下のようなパターンが考えられる 。
① 医療機関内での日当直勤務を行う場合
② 自宅等で待機を行い、 連絡を受け医療機関へ出向く場合
③ 遠隔画像診断装置等を用いて、自宅等で読影を行う場合

これらいずれの場合も、 緊急読影の依頼があった場合 、迅速 で正確に 対応できる体制であ
ることが求められている一方、担当する放射線科医への身体的・精神的負担についても十分考
慮される必要がある。以下、考慮すべき事項について列記する

・依頼医が緊急読影の依頼があった場合、迅速に対応できる体制であること。
具体的には、担当する放射線科医を事前に指定し、医療機関内で共有すること。 また、依頼医
が担当する放射線科医へ連絡がつかない場合 等 に備え、バックアップ体制が構築されている
こと。
・担当する放射線科医が緊急読影の際、適切な検査目的、臨床情報、臨床検査データ等が把
握できる体制となっていること。
・依頼医が直接担当する放射線科医に連絡でき、情報提供できる体制であること。
・担当する放射線科医が依頼医に連絡でき、情報提供できる体制であること。
・画像診断に必要な過去画像、過去の画像診断報告書が参照できること。

（次ページへ続く）

https://www.radiology.jp/member_info/guideline/20240305_02.html

https://www.radiology.jp/member_info/guideline/20240305_02.html


２０２４年度診療報酬改定内容

夜間及び休日の画像診断体制に関する指針

＊日本医学放射線学会のガイドライン資料（2024年3月5日）より

（前ページからの続き）

・担当する放射線科医は読影の結果、緊急性が高いと判断される場合には、迅速に依頼医に
報告すること。
・夜間及び休日の画像診断は、翌診療日等にダブルチェックを行う等、放射線診断専門医によ
り適切に管理されていること。なお、暫定的な報告書を作成する場合は、その旨を報告書に記
載すること。
・放射線診断専門医以外の放射線科医が夜間及び休日の画像診断を担当する場合、放射線
診断専門医と迅速な連絡ができる体制とする こと。
・夜間及び休日の撮影に際しては、ＣＴやＭＲＩ等の適切な撮像法や撮像プロトコルを放射線診
断専門医によりリスト化し、依頼医や診療放射線技師が対応できるようにしておくこと。
・依頼医や診療放射線技師からの画像診断の適応、撮影プロトコル、撮影方法や撮影手順等
での相談が迅速にできる体制となっていること。
・夜間及び休日に読影を行った結果のフィードバック等、画像診断の質の向上のための取り組
みを継続して行うこと。
・担当の放射線科医が過度な負担とならないよう、 無理のないスケジュールとすること。
・遠隔画像診断装置を用いる場合は、遠隔画像診断に関連する法令や学会が定める指針等に
遵守し実施すること。

以上

https://www.radiology.jp/member_info/guideline/20240305_02.html

https://www.radiology.jp/member_info/guideline/20240305_02.html


＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋

２０２４年度診療報酬改定内容



※医療技術評価分科会（2023年11月20日）公開資料より

学会からの医療技術評価提案書より抜粋 ２０２４年度診療報酬改定内容



※医療技術評価分科会（2023年11月20日）公開資料より

学会からの医療技術評価提案書より抜粋 ２０２４年度診療報酬改定内容



都道府県 施設名 認定期間開始 認定期間終了

1青森県 国⽴⼤学法⼈ 弘前⼤学医学部附属病院 2023/4/1 2024/5/31
2岩手県 岩手医科⼤学附属病院 2023/4/1 2024/5/31
3宮城県 東北⼤学病院 2023/4/1 2024/5/31
4山形県 国⽴⼤学法⼈ 山形⼤学医学部附属病院 2023/4/1 2024/5/31
5茨城県 国⽴⼤学法⼈ 筑波⼤学附属病院 2023/4/1 2024/5/31
6群馬県 群馬⼤学医学部附属病院 2023/4/1 2024/5/31

7千葉県 国⽴研究開発法⼈ 国⽴がん研究センター東病院 2023/4/1 2024/5/31

8東京都 聖路加国際病院 2023/4/1 2024/5/31
9東京都 慶應義塾⼤学病院 2023/3/1 2024/5/31

10東京都 日本医科⼤学付属病院 2023/4/1 2024/5/31
11東京都 順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 2023/4/1 2024/5/31
12東京都 昭和⼤学病院 2023/4/1 2024/5/31
13東京都 杏林学園 杏林⼤学医学部付属病院 2023/4/1 2024/5/31
14東京都 国⽴国際医療研究センター病院 2022/4/1 2023/3/31

15東京都 国⽴研究開発法⼈ 国⽴がん研究センター中央病院 2023/4/1 2024/5/31

16東京都 東京医科歯科⼤学病院 2023/4/1 2024/5/31
17東京都 東京⼤学医学部附属病院 2023/4/1 2024/5/31
18神奈川県 公⽴⼤学法⼈ 横浜市⽴⼤学附属病院 2023/4/1 2024/5/31
19神奈川県 学校法⼈北里研究所 北里⼤学病院 2023/4/1 2024/5/31
20神奈川県 聖マリアンナ医科⼤学病院 2023/4/1 2024/5/31
21新潟県 新潟⼤学医歯学総合病院 2023/4/1 2024/5/31
22石川県 国⽴⼤学法⼈ 金沢⼤学附属病院 2023/4/1 2024/5/31
23福井県 福井⼤学医学部附属病院 2023/4/1 2024/5/31
24山梨県 山梨⼤学医学部附属病院 2023/4/1 2024/5/31
25長野県 国⽴⼤学法⼈ 信州⼤学医学部附属病院 2023/4/1 2024/5/31

26岐阜県 国⽴⼤学法⼈ 東海国⽴⼤学機構岐阜⼤学医学部附属病院 2023/4/1 2024/5/31

27静岡県 浜松医科⼤学医学部附属病院 2023/4/1 2024/5/31
28愛知県 愛知県がんセンター 2023/4/1 2024/5/31
29愛知県 名古屋市⽴⼤学病院 2023/4/1 2024/5/31
30愛知県 学校法⼈藤田学園 藤田医科⼤学病院 2023/4/1 2024/5/31

AOMRI 2022－2023年度画像診断管理認証施設一覧
（画像人工知能安全精度管理に関する事項）2024年2月現在：56施設

２０２４年度診療報酬改定内容



31愛知県 学校法⼈ 愛知医科⼤学病院 2023/4/1 2024/5/31
32愛知県 名古屋⼤学医学部附属病院 2023/4/1 2024/5/31
33三重県 国⽴⼤学法⼈ 三重⼤学医学部附属病院 2023/4/1 2024/5/31
34滋賀県 国⽴⼤学法⼈滋賀医科⼤学医学部附属病院 2023/4/1 2024/5/31
35京都府 国⽴⼤学法⼈ 京都⼤学医学部附属病院 2023/4/1 2024/5/31
36⼤阪府 ⼤阪医科薬科⼤学病院 2023/4/1 2024/5/31
37⼤阪府 関西医科⼤学附属病院 2023/4/1 2024/5/31
38⼤阪府 学校法⼈近畿⼤学 近畿⼤学病院 2023/4/1 2024/5/31
39⼤阪府 ⼤阪⼤学医学部附属病院 2023/4/1 2024/5/31
40兵庫県 兵庫医科⼤学 2023/4/1 2024/5/31
41兵庫県 国⽴⼤学法⼈ 神戸⼤学医学部附属病院 2023/4/1 2024/5/31
42島根県 島根⼤学医学部附属病院 2023/4/1 2024/5/31
43岡山県 川崎医科⼤学附属病院 2023/4/1 2024/5/31
44岡山県 岡山⼤学病院 2023/4/1 2024/5/31
45広島県 広島⼤学病院 2023/4/1 2024/5/31
46山口県 国⽴⼤学法⼈ 山口⼤学医学部附属病院 2023/4/1 2024/5/31
47愛媛県 愛媛⼤学医学部附属病院 2023/4/1 2024/5/31
48福岡県 福岡⼤学病院 2023/4/1 2024/5/31
49福岡県 久留米⼤学病院 2023/4/1 2024/5/31
50福岡県 産業医科⼤学病院 2023/4/1 2024/5/31
51福岡県 九州⼤学病院 2023/4/1 2024/5/31
52佐賀県 佐賀⼤学医学部附属病院 2023/4/1 2024/5/31
53長崎県 長崎⼤学病院 2023/4/1 2024/5/31
54⼤分県 国⽴⼤学法⼈ ⼤分⼤学医学部附属病院 2023/4/1 2024/5/31
55鹿児島県 鹿児島⼤学病院 2023/4/1 2024/5/31
56沖縄県 琉球⼤学病院 2023/4/1 2024/5/31

AOMRI 2022－2023年度画像診断管理認証施設一覧
（画像人工知能安全精度管理に関する事項）2024年2月現在：56施設

公益社団法人日本医学放射線学会｜2022－2023年度画像診断管理認証施設一覧 (radiology.jp)

https://www.radiology.jp/member_info/ninsyoushisetsu2022_2023.html

２０２４年度診療報酬改定内容

https://www.radiology.jp/member_info/ninsyoushisetsu2022_2023.html
https://www.radiology.jp/member_info/ninsyoushisetsu2022_2023.html


日本医学放射線学会 ＡＩソフトウェア認証一覧
（2024年7月現在：30種類）

公益社団法人日本医学放射線学会｜AIソフトウェア認証一覧 (radiology.jp)

https://www.radiology.jp/member_info/ai_softwear_ninsyou.html

２０２４年度診療報酬改定内容

https://www.radiology.jp/member_info/ai_softwear_ninsyou.html
https://www.radiology.jp/member_info/ai_softwear_ninsyou.html


２０２４年度診療報酬改定内容

問193 画像診断管理加算３、画像診断管理加算４、頭部ＭＲＩ撮影加算及び肝エラストグラ
フィ加算の施設基準において、「当該保険医療機関において、関係学会の定める指針に基づ
く夜間及び休日の読影体制が整備されていること」とあるが、
① 「関係学会の定める指針」とは、具体的には何を指すのか。
② 夜間及び休日に読影を行う医師は「画像診断を専ら担当する医師」である必要があるか。
③ 夜間及び休日に撮像された全ての画像について読影を行う必要があるか。
④ 夜間及び休日に読影を行った場合において、暫定的な読影の結果を報告し、翌診療日に
改めて画像診断の結果を報告しても差し支えないか。

（答）それぞれ以下のとおり。
① 現時点では、日本医学放射線学会の「夜間及び休日の画像診断体制に関する指針」を指
す。
② 画像診断を専ら担当する医師によって適切に管理されていれば、夜間及び休日に読影を
行う医師は必ずしも「画像診断を専ら担当する医師」でなくてもよい。
③ 医学的判断に基づき適切に読影を行う体制が整備されていれば、必ずしも全ての画像に
ついて読影を行う必要はない。
④ 差し支えない。

疑義解釈資料の送付について（その１）

＊官報告示等（2024年3月28日）資料より抜粋



２０２４年度診療報酬改定内容

(１) 遠隔画像診断を行った場合は、送信側の保険医療機関において撮影料、診断料及び
画像診断管理加算（当該加算の算定要件を満たす場合に限る。）を算定できる。受信側の
保険医療機関における診断等に係る費用については受信側、送信側の医療機関間におけ
る相互の合議に委ねるものとする。

(２) 遠隔画像診断を行った場合、画像診断管理加算１は、受信側の保険医療機関におい
て専ら画像診断を担当する医師が読影及び診断を行い、その結果を文書により送信側の
保険医療機関において当該患者の診療を担当する医師に報告した場合に、月の最初の診
断の日に算定する。遠隔画像診断を行った場合、画像診断管理加算２、画像診断管理加
算３又は画像診断管理加算４は、送信側の保険医療機関において実施される核医学診断
、ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影について、受信側の保険医療機関において専ら画像診断を担当す
る医師が読影を行い、その結果を文書により送信側の保険医療機関において当該患者の
診療を担当する医師に報告した場合に、月の最初の診断の日に算定する。なお、夜間又は
休日に撮影された画像については、受信側の保険医療機関において専ら画像診断を担当
する医師が、自宅等の当該保険医療機関以外の場所で、画像の読影及び送受信を行うに
つき十分な装置・機器を用いた上で読影及び診断を行い、その結果を文書により当該患者
の診療を担当する医師に報告した場合も算定できる。その際には、患者の個人情報を含む
医療情報の送受信に当たり、安全管理を確実に行った上で実施すること。また、受信側又
は送信側の保険医療機関が受信側及び送信側の保険医療機関以外の施設に読影又は診
断を委託した場合は、当該加算は算定できない。また、これらの加算を算定する場合は、報
告された文書又はその写しを診療録に添付する。 

遠隔画像診断による画像診断管理加算の留意事項

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



２０２４年度診療報酬改定内容

（続き）

(３) 遠隔画像診断を行った場合、画像診断管理加算１、画像診断管理加算２、画像診断
管理加算３又は画像診断管理加算４は、それぞれの届出を行った保険医療機関において、
専ら画像診断を担当する常勤の医師のうち当該保険医療機関において勤務する１名（画像
診断管理加算３を算定する場合にあっては３名、画像診断管理加算４を算定する場合にあ
っては６名）を除いた専ら画像診断を担当する医師については、当該保険医療機関におい
て常態として週３日以上かつ週22 時間以上の勤務を行っている場合に、当該勤務時間以
外の所定労働時間については、自宅等の当該保険医療機関以外の場所で、画像の読影及
び送受信を行うにつき十分な装置・機器を用いた上で読影を行い、その結果を文書により
当該患者の診療を担当する医師に報告した場合も算定できる。その際、患者の個人情報を
含む医療情報の送受信に当たり、安全管理を確実に行った上で実施する。また、病院の管
理者が当該医師の勤務状況を適切に把握していること。

遠隔画像診断による画像診断管理加算の留意事項

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



２０２４年度診療報酬改定内容

(１) 送信側（画像の撮影が行われる保険医療機関）においては以下の基準を全て満たす
こと。
ア 画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を有しており、受信側の保険医
療機関以外の施設へ読影又は診断を委託していないこと。
イ 関係学会の定める指針に基づく画像診断管理を行っていることが望ましい。

(２) 受信側（画像診断が行われる病院である保険医療機関）においては以下の基準を全
て満たすこと。ただし、歯科診療に係る画像診断については、歯科画像診断管理加算の
要件を満たしていれば足りるものであること。
ア 画像診断管理加算１、２、３又は４に関する施設基準を満たすこと。
イ 特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院又は基本診療料の施設基
準等別表第六の二に規定する地域に所在する病院であること。
ウ 関係学会の定める指針に基づく画像診断管理を行っていることが望ましい。 

※日本医学放射線学会の保険診療における遠隔画像診断の管理に関する指針は
以下のURLから参照可能です。
→https://www.radiology.jp/member_info/guideline/20240305_01.html

遠隔画像診断に関する施設基準

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋

https://www.radiology.jp/member_info/guideline/20240305_01.html


２０２４年度診療報酬改定内容

令和6年3月5日
公益社団法人日本医学放射線学会

1． はじめに
近年の画像診断はネットワーク、情報通信技術（ICTを介した連携が進んでいる。このようなネッ

トワークを介したいわゆる遠隔画像診断の質の担保については、本学会やその他の団体等により 
各種ガイドライン・指針等がすでに発出され、一定の環境構築が行われている。 一方で、保険診
療においては、健康保険法、療養担当規則第19条の２において、「保険医は、診療に当たっては 
、健康保険事業の健全な運営を損なう行為を行うことのないよう努めなければならない。」とされ 
、また第20条においては、「各種の検査は、診療上必要があると認められる場合に行う。」とされ
ており、 単に高度な医療を提供するだけではなく、効率的で社会的・医学的に妥当であることが
要求される。

昨今、画像診断の専門医の少ない地域や過疎地であっても ICT 等を用い、他の医療機関等と
連携し、読影そのものだけではなく画像診断全体の質の担保が行うことも可能となった。本指針
は、保険診療下における遠隔画像診断を行うにあたり必要な画像診断の適切な管理方法につい
てとりまとめたものである。本指針が適切に運用され、過疎地であっても都市部であっても一定の 
水準の画像診断が安全に提供されることが期待される。

（以下省略）

遠隔画像診断の管理に関する指針

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋

https://www.radiology.jp/member_info/guideline/20240305_01.html

https://www.radiology.jp/member_info/guideline/20240305_01.html


２０２４年度診療報酬改定内容

問194 遠隔画像診断による画像診断の施設基準において、「関係学会の
定める指針に基づく画像診断管理を行っていることが望ましい」とあるが、「
関係学会の定める指針」とは、具体的には何を指すのか。

（答）現時点では、日本医学放射線学会の「保険診療における遠隔画像診
断の管理に関する指針」を指す。

疑義解釈資料の送付について（その１）

＊官報告示等（2024年3月28日）資料より抜粋



２０２４年度診療報酬改定内容

新規技術の保険導入

新

【ポジトロン断層撮影】

（新） 18Ｆ標識フルシクロビンを用いた場合（一連の検査につき）  2,500点

【ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影】
（新） 18Ｆ標識フルシクロビンを用いた場合（一連の検査につき） 3,625点

【ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影】
（新） 18Ｆ標識フルシクロビンを用いた場合（一連の検査につき）  4,160点

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



２０２４年度診療報酬改定内容

新規保険医療材料等に係る技術料の新設

新

イ以外とは、イメージング製剤を外部購入した場合！

【ポジトロン断層撮影】

（新） アミロイドＰＥＴイメージング剤を用いた場合（一連の検査につき）
イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合12,500点
ロ イ以外の場合  2,600点

【ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影】

（新） アミロイドＰＥＴイメージング剤を用いた場合（一連の検査につき）
イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合13,625点
ロ イ以外の場合   3,725点

【ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影】

（新） アミロイドＰＥＴイメージング剤を用いた場合（一連の検査につき）
イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合14,160点
ロ イ以外の場合 4,260点

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



出典：中医協・総会 第581回（2024年1月26日開催）資料より

２０２４年度診療報酬改定内容



２０２４年度診療報酬改定内容

Ｅ１０１－２ ポジトロン断層撮影

１～３ （略）

４ 18Ｆ標識フルシクロビンを用いた場合（一連の検査につき）  2,500点

５ アミロイドＰＥＴイメージング剤を用いた場合（一連の検査につき）
イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合 12,500点
ロ イ以外の場合 2,600点

注１ 15Ｏ標識ガス剤の合成及び吸入、18ＦＤＧの合成及び注入、13Ｎ標識アン
モニア剤の合成及び注入、18Ｆ標識フルシクロビンの注入並びにアミロイドＰＥＴ
イメージング剤の合成（放射性医薬品合成設備を用いた場合に限る。）及び注入
に要する費用は、所定点数に含まれる。

注４ １から４までについては、新生児、３歳未満の乳幼児（新生児を除く。）又は
３歳以上６歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼
児加算又は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算
する。ただし、注３の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280点、
800点又は480点を所定点数に加算する。

ポジトロン断層撮影
（新設）18Ｆ標識フルシクロビンを用いた場合

（新設）アミロイドＰＥＴイメージング剤を用いた場合

新

新

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



２０２４年度診療報酬改定内容

Ｅ１０１－３ ポジトロン断層撮影・コンピューター断層複合撮影

１・２ （略）

３ 18Ｆ標識フルシクロビンを用いた場合（一連の検査につき）  3,625点

４ アミロイドＰＥＴイメージング剤を用いた場合（一連の検査につき）
イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合 13,625点
ロ イ以外の場合 3,725点

注１ 15Ｏ標識ガス剤の合成及び吸入、18ＦＤＧの合成及び注入、13Ｎ標識アン
モニア剤の合成及び注入、18Ｆ標識フルシクロビンの注入並びにアミロイドＰＥＴ
イメージング剤の合成（放射性医薬品合成設備を用いた場合に限る。）及び注入
に要する費用は、所定点数に含まれる。

注４ １から３までについては、新生児、３歳未満の乳幼児（新生児を除く。）又は
３歳以上６歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼
児加算又は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算
する。ただし、注３の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280点、
800点又は480点を所定点数に加算する。

ポジトロン断層撮影・コンピューター断層複合撮影
（新設）18Ｆ標識フルシクロビンを用いた場合

（新設）アミロイドＰＥＴイメージング剤を用いた場合

新

新

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



２０２４年度診療報酬改定内容

Ｅ１０１－４ ポジトロン断層撮影・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影

１ 18ＦＤＧを用いた場合（一連の検査につき） 9,160点
２ 18Ｆ標識フルシクロビンを用いた場合（一連の検査につき）  4,160点

３ アミロイドＰＥＴイメージング剤を用いた場合（一連の検査につき）
イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合 14,160点
ロ イ以外の場合 4,260点

注１ 18ＦＤＧの合成及び注入、18Ｆ標識フルシクロビンの注入並びにアミロイドＰ
ＥＴイメージング剤の合成（放射性医薬品合成設備を用いた場合に限る。）及び
注入に要する費用は、所定点数に含まれる。

注４ １及び２については、新生児、３歳未満の乳幼児（新生児を除く。）又は３歳
以上６歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加
算又は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算する。
ただし、注３の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280点、800
点又は480点を所定点数に加算する。

ポジトロン断層撮影・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影
（新設）18ＦＤＧを用いた場合

（新設）18Ｆ標識フルシクロビンを用いた場合
（新設）アミロイドＰＥＴイメージング剤を用いた場合

新

新

新

9,160点

これまでは

9,160点

のみだった

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



２０２４年度診療報酬改定内容

(４) 18Ｆ標識フルシクロビンを用いた場合
ア 「２」の18Ｆ標識フルシクロビンを用いた場合（一連の検査につき）については、初発の
悪性神経膠腫（グリオーマ）が疑われる患者に対して、腫瘍摘出範囲の決定の補助を目
的として、腫瘍の可視化に用いるものとして薬事承認を得ている放射性医薬品を用いて
行った場合に限り算定する。
イ 18Ｆ標識フルシクロビンの注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(５) アミロイドＰＥＴイメージング剤を用いた場合
ア 「３」のアミロイドＰＥＴイメージング剤を用いた場合（一連の検査につき）については、
厚生労働省の定めるレカネマブ（遺伝子組換え）製剤に係る最適使用推進ガイドラインに
沿って、アルツハイマー病による軽度認知障害又は軽度の認知症が疑われる患者等に
対し、レカネマブ（遺伝子組換え）製剤の投与の要否を判断する目的でアミロイドβ病理
を示唆する所見を確認する場合に、患者１人につき１回に限り算定する。ただし、レカネ
マブ（遺伝子組換え）製剤の投与中止後に初回投与から18 か月を超えて再開する場合
は、さらに１回に限り算定できる。なお、この場合においては、本撮影が必要と判断した
医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ポジトロン断層撮影、複合撮影等の留意事項 新

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



２０２４年度診療報酬改定内容

（続き）

イ 「３」の「イ」放射性医薬品合成設備を用いた場合については、使用目的又は効果とし
て、アミロイドＰＥＴイメージング剤の製造に使用するものとして薬事承認又は認証を得てい
る放射性医薬品合成設備を用いて、アミロイドＰＥＴイメージング剤を医療機関内で製造し
た場合に限り算定する。ただし、アミロイドＰＥＴイメージング剤の製造に係る衛生管理、品
質管理等については、関係学会の定める基準を参考として、十分安全な体制を整備した
上で実施すること。なお、アミロイドＰＥＴイメージング剤の合成及び注入に係る費用は所定
点数に含まれ、別に算定できない。

ウ 「３」の「ロ」イ以外の場合については、効能又は効果として、アルツハイマー病による軽
度認知障害又は認知症が疑われる患者の脳内アミロイドベータプラークの可視化に用い
るものとして薬事承認を得ているアミロイドＰＥＴイメージング剤を使用した場合に限り算定
する。なお、アミロイドＰＥＴイメージング剤の注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算
定できない。

エ レカネマブ（遺伝子組換え）製剤の投与の要否を判断する目的で、「Ｅ１０１－２ポジトロ
ン断層撮影」の「５」アミロイドＰＥＴイメージング剤を用いた場合（一連の検査につき）又は「
Ｅ１０１－３」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影（一連の検査につき）の「４」アミ
ロイドＰＥＴイメージング剤を用いた場合（一連の検査につき）を併せて実施した場合には、
主たるもののみ算定する。

ポジトロン断層撮影、複合撮影等の留意事項 新

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



２０２４年度診療報酬改定内容

１ ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影若しくはポジト
ロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影（アミロイドＰＥＴイメージング剤を用
いた場合を除く。）又は乳房用ポジトロン断層撮影に係る費用を算定するための施
設基準

(１) 核医学診断の経験を３年以上有し、かつ、所定の研修を修了した常勤医師が１名以上
いること。
(２) 診断撮影機器ごとに、ＰＥＴ製剤の取扱いに関し、専門の知識及び経験を有する専任
の診療放射線技師が１名以上いること。

２ ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又はポジトロン
断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影（アミロイドＰＥＴイメージング剤を用い
た場合に限る。）に係る費用を算定するための施設基準

(１) １の(１)及び(２)を満たしていること。
(２) 関連学会の定める「アミロイドＰＥＴイメージング剤の適正使用ガイドライン」における「診
療用ＰＥＴ薬剤製造施設認証」（放射性医薬品合成設備を用いる場合に限る。）及び「ＰＥＴ
撮像施設認証」を受けている施設であること。

ポジトロン断層撮影、複合撮影等の施設基準 新

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



２０２４年度診療報酬改定内容

３ 該当しない場合は所定点数の100 分の80 に相当する点数を算定すること
となる施設基準

ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁
気共鳴コンピューター断層複合撮影又は乳房用ポジトロン断層撮影に使用する画像診
断機器の施設共同利用率について、別添２の様式36 に定める計算式により算出した
数値が100 分の30 以上であること（ただし、特定機能病院、がん診療の拠点となる病
院又は高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律（平成20 年法
律第93 号）第４条第１項に規定する国立高度専門医療研究センターの設置する保険
医療機関を除く。）。がん診療の拠点となる病院とは、第11 の２がん治療連携計画策
定料、がん治療連携指導料の２と同様であること。

ポジトロン断層撮影、複合撮影等の施設基準
新

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



２０２４年度診療報酬改定内容

(1)ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影若しくはポ
ジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影（アミロイドＰＥＴイメージン
グ剤を用いた場合を除く。）又は乳房用ポジトロン断層撮影に係る診療料を算
定するための施設基準

イ 画像診断を担当する常勤の医師（核医学診断について、相当の経験を有し、
かつ、核医学診断に係る研修を受けた者に限る。）が配置されていること。

ロ 当該断層撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
ハ 当該断層撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又はポジト
ロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影（アミロイドＰＥＴイメージング剤を
用いた場合に限る。）に係る診療料を算定するための施設基準

イ 画像診断を担当する常勤の医師（核医学診断について、相当の経験を有し、
かつ、核医学診断に係る研修を受けた者に限る。）が配置されていること。

ロ 当該断層撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
ハ 当該断層撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ポジトロン断層撮影、複合撮影等の施設基準

新

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



２０２４年度診療報酬改定内容

(3) 適合していない場合には所定点数の１００分の８０に相当する点数により算
定することとなる施設基準

次のいずれかに該当すること。
イ (1)のロ又は(2)のロに掲げる診断撮影機器での撮影を目的とした別の保険
医療機関からの依頼により撮影を行った症例数が、当該診断撮影機器の使用症
例数の一定割合（100分の30）以上であること。
ロ 特定機能病院、がん診療の拠点となる病院又は高度専門医療に関する研究
等を行う国立研究開発法人に関する法律（平成二十年法律第九十三号）第三条
の二に規定する国立高度専門医療研究センターの設置する医療機関であること。

ポジトロン断層撮影、複合撮影等の施設基準

新

これらを満たせば満額の請求が可能となる！

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



出典：中医協・総会 第572回（2023年12月13日開催）資料より

１．アミロイドＰＥＴイメージング製剤を用いたポジトロン断層撮影に係る留意事項の変更について

Ｅ１０１－２ ポジトロン断層撮影
（１）（２） 略
（３） 18ＦＤＧ製剤又はアミロイドＰＥＴイメージング製剤を医療機関内で製造する場合は、18ＦＤＧ製剤又はアミロイド
ＰＥＴイメージング製剤の製造に係る衛生管理、品質管理等について、関係学会の定める基準を参考として、十分安全な体
制を整備した上で実施すること。なお、高安動脈炎等の大型血管炎の診断に用いる18ＦＤＧ製剤については、当該診断のた
めに用いるものとして薬事承認を得ている18ＦＤＧ製剤を使用した場合に限り算定する。

（４） アミロイドＰＥＴイメージング製剤を用いたポジトロン断層撮影については、厚生労働省の定めるレカネマブ
（遺伝子組換え）製剤に係る最適使用推進ガイドラインに沿って、アルツハイマー病による軽度認知障害又は軽度
の認知症が疑われる患者等に対し、レカネマブ（遺伝子組換え）製剤の投与の要否を判断する目的でアミロイドβ病理を示

唆する所見を確認する場合に、本区分「２」の18ＦＤＧを用いた場合（一連の検査につき）、本区分「注４」の乳幼児
加算及び区分番号「Ｅ１０１－５」 乳房用ポジトロン断層撮影を合算した所定点数を準用して患者１人につき１回に

限り算定する。ただし、レカネマブ（遺伝子組換え）製剤の投与中止後に初回投与から18 か月を超えて再開
する場合は、上記のように合算した点数をさらに１回限り算定できる。なお、本撮影が必要と判断した医
学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
（５）～（７） 略
（８） ターゲットガス（窒素、酸素、二酸化炭素）等の15Ｏ標識ガス剤の合成及び吸入に係る費用並びに18ＦＤＧ、13Ｎ標
識アンモニア剤並びにアミロイドＰＥＴイメージング製剤の合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できな
い。
（９）（10） 略
（11） アミロイドＰＥＴイメージング製剤を用いたポジトロン断層撮影による画像診断、区分番号「Ｅ１０１－３」に規
定するアミロイドＰＥＴイメージング製剤を用いたポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又は区分番号「Ｅ１０１
－４」に規定するアミロイドＰＥＴイメージング製剤を用いたポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影のう
ち、いずれか複数を、レカネマブ（遺伝子組換え）製剤の投与の要否を判断するに当たり実施した場合には、いずれか主た
るもののみを算定する。

（続く）

２０２４年度診療報酬改定内容

中医協の資料の方が詳細な説明があり、

下記のガイドランを参照する必要があります。

※レカネマブ（遺伝子組換え）製剤に係る最適使用推進ガイドライン
https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/guidelines_202312.pdf

https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/guidelines_202312.pdf


出典：中医協・総会 第572回（2023年12月13日開催）資料より

（続き）

（12） アミロイドＰＥＴイメージング製剤を用いたポジトロン断層撮影は、厚生労働省の定めるレカネ
マブ（遺伝子組換え）製剤に係る最適使用推進ガイドラインに沿って、次のいずれにも該当する医師が
常勤で複数名配置されている場合に限り算定する。
ア 認知症疾患に関する専門の知識並びに10 年以上の軽度認知障害の診断及び認知症疾患の鑑別診断等
の専門医療を主たる業務とした臨床経験を有する常勤の医師であること。
イ アミロイド関連画像異常の有無を判断した上で、臨床症状の有無と併せてレカネマブ（遺伝子組換
え）製剤の投与継続、中断又は中止を判断し、必要な対応が可能な医師であること。
ウ 関連学会等が実施する磁気共鳴コンピューター断層撮影によるアミロイド関連画像異常の読影、ア
ルツハイマー病の病態及び診断並びにレカネマブ（遺伝子組換え）製剤投与対象患者及びレカネマブ
（遺伝子組換え）製剤による治療に関する研修を修了していること。

（13） アミロイドＰＥＴイメージング製剤を用いたポジトロン断層撮影は、厚生労働省の定めるレカネマブ（遺伝子組

換え）製剤に係る最適使用推進ガイドラインに沿って、次のいずれにも該当する医療機関又は該当する医療機
関と連携している施設で行われた場合に限り算定する。
ア 認知症疾患医療センター又は認知症疾患医療センターと連携している施設であること。
イ レカネマブ（遺伝子組換え）製剤を投与する患者について、初回投与時及び初回投与後に、当該患
者の背景情報の把握並びに安全性及び有効性を評価するための調査を確実に実施できる施設であること。

（14） アミロイドＰＥＴイメージング製剤を用いたポジトロン断層撮影は、（12）及び（13）のいずれにも該当する
医療機関と連携している施設で行われた場合であっても算定できる。

※なお、以下の内容も、Ｅ１０１－２ ポジトロン断層撮影に準じた留意事項となっている。

Ｅ１０１－３ ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影（一連の検査につき）
Ｅ１０１－４ ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影（一連の検査につき）

※また、アミロイドβ42/40 比（髄液）を使用した場合は上記のポジトロン断層撮影の費用は別に算定できない。

２０２４年度診療報酬改定内容

こちらの「最適使用推進ガイドラン」に従って

施設基準や算定要件を合わせる必要があります。



＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋

２０２４年度診療報酬改定内容



＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋

２０２４年度診療報酬改定内容



２０２４年度診療報酬改定内容

問19 「Ｅ１０１－２」ポジトロン断層撮影、「Ｅ１０１－３」ポジトロン断層・コ
ンピューター断層複合撮影又は「Ｅ１０１－４」ポジトロン断層・磁気共鳴コ
ンピューター断層複合撮影（アミロイドＰＥＴイメージング剤を用いた場合に
限る。）に係る費用を算定するための施設基準において、「関連学会の定
める「アミロイドＰＥＴイメージング剤の適正使用ガイドライン」における（中
略）「ＰＥＴ撮像施設認証」を受けている施設であること。」とあるが、ＰＥＴ
装置の更新等により再度認証を受ける必要がある場合、再度認証を受け
るまでの期間の取扱いについてどのように考えればよいか。

（答）ＰＥＴ装置の更新等の以前に受けていたＰＥＴ撮像施設認証に係るア
ミロイドＰＥＴ検査（当該認証を受けていた撮影区分であって、当該認証を
受けていた装置と同種の装置を用いる検査に限る。）について、再度認証
が必要となった時点から起算して３月以内に限り、当該要件を満たしてい
るものとみなす。

疑義解釈資料の送付について（その３）

＊官報告示等（2024年4月26日）資料より抜粋



２０２４年度診療報酬改定内容

問20 「Ｅ１０１－２」ポジトロン断層撮影、「Ｅ１０１－３」ポジトロン断層・
コンピューター断層複合撮影又は「Ｅ１０１－４」ポジトロン断層・磁気共鳴
コンピューター断層複合撮影（アミロイドＰＥＴイメージング剤を用いた場合
に限る。）に係る費用を算定するための施設基準において、「関連学会の
定める「アミロイドＰＥＴイメージング剤の適正使用ガイドライン」における（
中略）「ＰＥＴ撮像施設認証」を受けている施設であること。」とあるが、現
時点で関係学会による認証基準が定められていないＰＥＴ／ＭＲＩ装置又
は頭部専用ＰＥＴ装置を用いる場合についてはどのように考えればよいか
。

（答）ＰＥＴ／ＭＲＩ装置又は頭部専用ＰＥＴ装置を用いる場合については、
令和6年12月31日までの間に限り、当該要件を満たしているものとみな
す。

疑義解釈資料の送付について（その３）

＊官報告示等（2024年4月26日）資料より抜粋



２０２４年度診療報酬改定内容

放射性医薬品の薬価収載

新

中央社会保険医療協議会・総会（第589回）

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00254.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001254154.pdf

中医協・総会が5月15日に開催され、放射性医薬品の薬価収載を了承。
5月22日付で収載。

〇脳腫瘍の可視化に用いるフルシクロビン（18Ｆ）

・「アキュミン静注」（日本メジフィジックス）算定薬価185MBq１瓶 344,867円

〇アルツハイマー病による軽度認知障害などを疑う患者の
脳内アミロイドベータプラークを可視化する放射性医薬品

・「ビサミル静注」（日本メジフィジックス） 算定薬価185MBq１瓶 196,481円
・「アミヴィッド静注」（PDRファーマ）  算定薬価370MBq１瓶 184,203円

出典：中医協・総会 第589回（2024年5月15日開催）資料より

新

詳細はこちら！

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00254.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001254154.pdf


出典：中医協・総会 第572回（2023年12月13日開催）資料より

中医協・総会において、認知症治療薬レカネマブ（商品名レケンビ）の薬価が
示された。レケンビ点滴静注1回当たり200mgで45,777円、500mgで114,443
円。体重50kgの患者が1年間で26回使用した場合1患者当たり年間約298万円と
なる見通し。 投与患者数はピーク時の2031年度に約3.2万人となり、年間の
販売額が986億円に上ると予測されている。
併せてアミロイドPET撮影にかかる留意事項、保険適応上の留意事項、最適使

用推進ガイドラインも審議の上、了承された。

認知症治療薬レカネマブ（商品名レケンビ）の薬価 薬価は年間で

約298万円

２０２４年度診療報酬改定内容



出典：中医協・総会 第572回（2023年12月13日開催）資料より

２０２４年度診療報酬改定内容



２０２４年度診療報酬改定内容

（参考）新規体外診断用医薬品に係る検査料の新設

新（新） アミロイドβ42/40比（髄液） 1,282点

［算定要件］（概要）
○ 厚生労働省の定めるレカネマブ（遺伝子組換え）製剤に係る最適使用推進ガ
イドラインに沿って、アルツハイマー病による軽度認知障害又は軽度の認知症が
疑われる患者等に対し、レカネマブ（遺伝子組換え）製剤の投与の要否を判断す
る目的にアミロイドβ病理を示唆する所見を確認するため、ＣＬＥＩＡ法により、脳
脊髄液中のβ－アミロイド１－４２及びβ－アミロイド１－４０を同時に測定した
場合、患者１人につき１回に限り算定する。

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



※医療技術評価分科会（2023年11月20日）公開資料より

学会からの医療技術評価提案書より抜粋 ２０２４年度診療報酬改定内容



※医療技術評価分科会（2023年11月20日）公開資料より

学会からの医療技術評価提案書より抜粋 ２０２４年度診療報酬改定内容



※医療技術評価分科会（2023年11月20日）公開資料より

学会からの医療技術評価提案書より抜粋 ２０２４年度診療報酬改定内容



２０２４年度診療報酬改定内容

Ｅ１００ シンチグラム（画像を伴うもの）における留意事項
(１) 「注３」の加算における所定点数には「注２」による加算は含ま
れない。
(２) 当該撮影に用いる放射性医薬品については、専門の知識及び経験
を有する放射性医薬品管理者の下で管理されていることが望ましい。

Ｅ１０１ シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影におけ
る留意事項
(１) シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影は、同一の
ラジオアイソトープを
使用した一連の検査につき、撮影の方向、スライスの数、撮影の部位数
及び疾病の種類等にかかわらず所定点数のみにより算定する。
(２) 「注２」の加算における所定点数とは、「注１」及び「注３」の
加算を含まない点数である。
(３) 「注３」の加算における所定点数とは、「注１」及び「注２」の
加算を含まない点数である。
(４) 当該撮影に用いる放射性医薬品については、専門の知識及び経験
を有する放射性医薬品管理者の下で管理されていることが望ましい。

シンチグラム及びＳＰＥＣＴ撮影

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



※医療技術評価分科会（2023年11月20日）公開資料より

学会からの医療技術評価提案書より抜粋 ２０２４年度診療報酬改定内容



第36 心臓ＭＲＩ撮影加算

１ 心臓ＭＲＩ撮影加算に関する施設基準

(２) 以下のいずれかの要件を満たすこと。

ア 画像診断管理加算２、３又は４に関する施設基準を満たすこと。

イ 以下のいずれも満たすものであること。

(イ) 画像診断管理加算１に関する基準を満たすこと。

(ロ) 循環器疾患を専ら担当する常勤の医師（専ら循環器疾患の診療を

担当した経験を10年以上有するもの）又は画像診断を専ら担当する常

勤の医師（専ら画像診断を担当した経験を10 年以上有するもの）が合

わせて３名以上配置されていること。

(ハ) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、ＣＴ撮

影及びＭＲＩ撮影について、画像診断管理加算１に関する施設基準の

(２)に規定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。

心臓ＭＲＩ撮影加算に関する施設基準

＊令和６年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について事務連絡（2024年5月30日）資料より

赤文字の部分が

事務連絡で追加

された！



問106 地域包括医療病棟入院料について、「常時、必要な

検査、CT撮影、MRI撮影を含む救急患者への対応を実施出

来る体制を有していること。」とあるが、MRI撮影等は、オン

コールを行っている職員により対応する体制でもよいか。

（答）救急患者への対応を実施出来る体制であれば、オンコー

ルを行っている職員により対応する体制でも差し支えない。

疑義解釈資料の送付について（その１）

＊官報告示等（2024年3月28日疑義解釈その１）資料より抜粋



【地域包括医療病棟】
問13 「Ａ３０４」地域包括医療病棟の施設基準において、
「常時、必要な検査、ＣＴ撮影、ＭＲＩ撮影を含む救急患者
への対応を実施出来る体制を有していること」とあるが、
ＭＲＩ撮影等の体制について、他の保険医療機関と連携し、
必要な救急患者等に対して速やかにＭＲＩ撮影等を行うこ
とができる体制でも差し支えないか。 

（答）差し支えない。

疑義解釈資料の送付について（その３）

＊官報告示等（2024年4月26日疑義解釈その3）資料より抜粋



＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



２０２４年度診療報酬改定内容

第１節エックス線診断料 
通則 
（略） 
区分 
Ｅ０００・Ｅ００１ （略） 
Ｅ００２ 撮影 
１～４ （略） 
注１～５ （略） 

６ 乳房撮影（一連につき）について、乳房トモシンセシス撮
影を行った場合は、乳房トモシンセシス加算として、100点を
所定点数に加算する。 

（新設）乳房トモシンセシス加算

新

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



※医療技術評価分科会（2023年11月20日）公開資料より

学会からの医療技術評価提案書より抜粋 ２０２４年度診療報酬改定内容



２０２４年度診療報酬改定内容

１ 血流予備量比コンピューター断層撮影 9,400点

注１ 血流予備量比コンピューター断層撮影の種類又は回数にかかわらず、
月１回に限り算定できるものとする。

２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
 

Ｅ２００－２血流予備量比コンピューター断層撮影

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



２０２４年度診療報酬改定内容

１ 血流予備量比コンピューター断層撮影に関する施設基準
(１) 64 列以上のマルチスライス型のＣＴ装置を有していること。

(２) 以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 画像診断管理加算２、３又は４に関する基準を満たすこと。
イ 以下のいずれも満たすものであること。
(イ) 画像診断管理加算１に関する基準を満たすこと。
(ロ) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影に

ついて、画像診断管理加算１に関する施設基準の(2)に規定する医師の下に画像情報の管理が
行われていること。

(３) 次のいずれにも該当すること。
ア 許可病床数が200 床以上の病院であること。
イ 循環器内科及び放射線科を標榜している保険医療機関であること。
ウ ５年以上の循環器内科の経験を有する常勤の医師が２名以上配置されていること。
エ ５年以上の心血管インターベンション治療の経験を有する常勤の医師が１名以上配置され
ていること。なお、ウに掲げる医師と同一の者であっても差し支えない。
オ 「Ｋ５４６」から「Ｋ５５０」までに掲げる手術を合わせて年間100 例以上実施している
こと。
カ 冠動脈狭窄が認められた病変に対して冠動脈血流予備能測定検査又は血流予備量比コンピ
ュータ断層撮影等により機能的虚血の有無を確認した結果、経皮的冠動脈形成術又は冠動脈
バイパス手術のいずれも行わなかった症例が前年に10 例以上あること。
キ 日本循環器学会の研修施設に該当し、かつ、日本心血管インターベンション治療学会の研
修施設又は研修関連施設に該当する病院であること。  

Ｅ２００－２血流予備量比コンピューター断層撮影に関する施設基準

改

学会からの要望で、画像診断管理加算
の要件を緩めたということ？

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



省略

Ｅ２００－２血流予備量比コンピューター断層撮影に関する施設基準

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋

２０２４年度診療報酬改定内容



※医療技術評価分科会（2023年11月20日）公開資料より

学会からの医療技術評価提案書より抜粋 ２０２４年度診療報酬改定内容

学会からの要望では、他院からのCTデータ

を用いて解析した場合も点数評価が可能



２０２４年度診療報酬改定内容

撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、電子画像管理加
算として、第１号から第３号までにより算定した点数に、一連の撮影について次の
点数を加算する。ただし、この場合においては、フィルムの費用は算定できない。

イ 歯科エックス線撮影の場合（１回につき） 10点
ロ 歯科パノラマ断層撮影の場合   95点
ハ 歯科用３次元エックス線断層撮影の場合  120点
ニ 歯科部分パノラマ断層撮影の場合（１口腔１回につき） 10点
ホ その他の場合  60点

歯科画像診断・通則

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋

改

※「特定診療報酬算定医療機器の定義の見直し」として、歯科部分パノラマ断層撮影
に用いる機器について、特定診療報酬算定医療機器（Ａ２）の区分に薬事承認上の一
般的名称「デジタル式歯科用パノラマエックス線診断装置」が追加されたため。





画像診断分野における主な施設基準の届出医療機関数の推移（毎年7月1日時点）

中医協 資料より抜粋・編集

主な施設基準届出 年 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
全国の病院数 8,670 8,630 8,565 8,540 8,493 8,489 8,418 8,404 8,378 8,316 8,215 8,214 8,162 8,130

画像診断管理加算

1
上：病院、下：診療

所

835 838 783 737 688 678 667 653 668 649 667 667 673 676

220 208 207 210 202 205 215 216 225 228 228 222 232 237

2 1,008 1,028 1,055 1,056 1,040 1,036 1,047 1,048 1,057 1,056 1,064 1,073 1,082 1,079
3 ー ー ー ー ー ー ー ー 16 33 42 48 51 55

遠隔画像診断

送信側
上：病院、下：診療

所

187 205 228 233 230 207 204 214 224 236 238 238 236 244

77 85 98 103 114 121 151 167 181 195 206 212 212 219

受信側
上：病院、下：診療

所

95 92 100 157 104 107 108 110 121 121 117 123 126 128

ー ー ー ー ー ー ー ー 1 1 1 1 1 1

ポジトロン断層撮影
病院 166 168 166 181 198 205 204 211 215 216 222 225 221 221

診療所 41 42 43 51 43 43 44 40 40 40 40 40 39 39
ポジトロン断層・コン
ピュータ断層複合撮影
（PET-CT）

病院 178 194 212 248 269 282 295 309 318 326 335 338 335 337

診療所 42 46 50 57 52 54 54 55 55 55 57 57 55 56

ＣＴ撮影
病院 4,830 5,077 4,958 5,340 5,670 5,923 6,121 5,972 6,434 6,539 6,636 6,745 6,788 6,674

診療所 1,871 2,150 1,921 2,323 2,822 3,233 3,629 3,795 4,311 4,600 4,890 5,124 5,378 5,489

ＭＲＩ撮影
病院 2,347 2,285 2,421 2,592 2,751 2,871 2,960 3,050 3,105 3,151 3,282 3,247 3,328 3,205

診療所 449 412 451 527 603 704 809 888 969 1,034 1,173 1,160 1,293 1,250

冠動脈ＣＴ撮影加算
病院 710 803 892 875 962 996 1,031 1,056 1,079 1,095 1,105 1,123 1,136 1,130

診療所 8 10 14 8 12 12 13 13 14 13 14 14 13 14

血流予備量比コン
ピューター断層撮影

病院 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 69 90 129 164
診療所 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 0 0 0 0

外傷全身ＣＴ加算 病院 99 113 128 138 142 145 152 156 158 161 171 173 174 174

心臓ＭＲＩ撮影加算
病院 697 762 823 891 852 877 890 906 930 934 942 955 973 960

診療所 4 5 7 6 9 9 9 9 10 10 11 11 11 11

乳房ＭＲＩ撮影加算
病院 ー ー ー ー ー ー 399 406 418 428 458 474 477 481

診療所 ー ー ー ー ー ー 0 0 0 0 0 0 0 0

小児鎮静下ＭＲＩ撮影
加算

病院 ー ー ー ー ー ー ー ー 294 286 305 316 328 330
診療所 ー ー ー ー ー ー ー ー 0 0 0 0 0 0

頭部ＭＲＩ撮影加算
病院 ー ー ー ー ー ー ー ー 49 74 119 137 160 173

診療所 ー ー ー ー ー ー ー ー 0 0 0 0 0 0

全身ＭＲＩ撮影加算
病院 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 85 95 103 106

診療所 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 0 0 0 0

肝エラストグラフィ加算
病院 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 34 37

診療所 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 0 0
報告書管理体制加算 病院 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 340 518



放射線治療関連



Ｍ００１ 体外照射

留意事項から抜粋

(３) 「１」エックス線表在治療及び「２」高エネルギー放射線治療は、１日に複数部位の
照射を行う場合においては、１回目とは異なる部位に係る２回目の照射に限り、「ロ」の
２回目の所定点数を算定する。１日に同一部位に対する複数回の照射を行う場合は、
１回目の照射と２回目の照射の間隔が２時間を超える場合に限り、「イ」の１回目の所
定点数を１日に２回分算定できる。

(４) 「３」強度変調放射線治療は、1 日１回に限り算定できる。ただし、小細胞肺癌に
対して、１日に２回の照射を行う場合は、１回目の照射と２回目の照射の間隔が６時間
を超える場合に限り、所定点数を１日に２回分算定できる。

(５) 「１」エックス線表在治療及び「２」高エネルギー放射線治療において、同一部位に
対する１日２回目の照射を算定する場合又は、「３」強度変調放射線治療において、小
細胞肺癌に対して１日２回目の照射を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に1 
回目及び２回目の照射の開始時刻及び終了時刻を記載すること。

学会からの要望により、小細胞肺がんに関しては2回分の算定が可能となった！

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋

２０２４年度診療報酬改定内容



学会からの医療技術評価提案書より抜粋

※医療技術評価分科会（2023年11月20日）公開資料より

２０２４年度診療報酬改定内容



(１) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師（放射線治療の経験を５年以上有するものに限る。）が１名
以上いること。なお、当該常勤の医師は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治
療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）、画像誘導放射線治療加算、体外照
射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子
線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適
応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の
医師を兼任することができる。

(２) 放射線治療に係る医療機器の安全管理、保守点検及び安全使用のための精度管理を専ら担当す
る技術者（放射線治療の経験を５年以上有するものに限る。）が１名以上いること。
なお、当該技術者は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放
射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）、画像誘導放射線治療加算、
体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治
療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画
像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師との兼任はできないが、外来放射線照射診
療料に係る技術者を兼任することができる。また、遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療（Ｉ
ＭＲＴ）、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治
療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、ホウ素中性子捕捉療法及び画像誘導密封小線源治療加算に
係る担当者との兼任もできない。

(３) 当該保険医療施設において高エネルギー放射線治療装置、ガンマナイフ装置又は密封小線源治
療機器を備えていること。

医療機器安全管理料２の施設基準

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋

２０２４年度診療報酬改定内容



医療機器安全管理料２に

密封小線源治療機器を追加
改

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋

２０２４年度診療報酬改定内容



※医療技術評価分科会（2023年11月20日）公開資料より

学会からの医療技術評価提案書より抜粋 ２０２４年度診療報酬改定内容



Ｍ００１－４ 粒子線治療
留意事項から抜粋

(３) 重粒子線治療は、手術による根治的な治療法が困難である限局性の骨軟部腫瘍、頭頸部悪
性腫瘍（口腔・咽喉頭の扁平上皮癌を除く。）、手術による根治的な治療法が困難である早期肺癌（
日本肺癌学会が定める「肺癌取扱い規約」におけるⅠ期からⅡＡ期までの肺癌に限る。）、手術によ
る根治的な治療法が困難である肝細胞癌（長径４センチメートル以上のものに限る。）、手術による
根治的な治療法が困難である肝内胆管癌、手術による根治的な治療法が困難である局所進行性膵
癌、手術による根治的な治療法が困難である局所大腸癌（手術後に再発したものに限る。）、手術に
よる根治的な治療法が困難である局所進行性子宮頸部腺癌、手術による根治的な治療法が困難で
ある局所進行性子宮頸部扁平上皮癌（長径６センチメートル以上のものに限る。）、手術による根治
的な治療法が困難である悪性黒色腫（婦人科領域の臓器から発生した悪性黒色腫に限る。）又は限
局性及び局所進行性前立腺癌（転移を有するものを除く。）に対して根治的な治療法として行った場
合にのみ算定し、数か月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場合であっても、所定点数
は１回のみ算定する。

(４) 陽子線治療は、小児腫瘍（限局性の固形悪性腫瘍に限る。）、手術による根治的な治療法が困
難である限局性の骨軟部腫瘍、頭頸部悪性腫瘍（口腔・咽喉頭の扁平上皮癌を除く。）、手術による
根治的な治療法が困難である早期肺癌（日本肺癌学会が定める「肺癌取扱い規約」におけるⅠ期か
らⅡＡ期までの肺癌に限る。）、手術による根治的な治療法が困難である肝細胞癌（長径４センチメ
ートル以上のものに限る。）、手術による根治的な治療法が困難である肝内胆管癌、手術による根治
的な治療法が困難である局所進行性膵癌、手術による根治的な治療法が困難である局所大腸癌（
手術後に再発したものに限る。）又は限局性及び局所進行性前立腺癌（転移を有するものを除く。）
に対して根治的な治療法として行った場合にのみ算定し、数か月間の一連の治療過程に複数回の
治療を行った場合であっても、所定点数は１回のみ算定する。

学会からの要望により、適用範囲が広がった！ ＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋

２０２４年度診療報酬改定内容



改

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋

２０２４年度診療報酬改定内容
２０２４年度診療報酬改定内容



２０２４年度診療報酬改定内容

【先進医療】
問23 陽子線治療及び重粒子線治療について、令和6年6月1日から保険
診療において実施可能となる腫瘍に係る治療を、同年5月31日以前に開
始した患者に対して、同年6月1日以降も当該治療を継続する場合は、同
日以降の治療に係る費用は、保険診療として請求可能か。

（答）不可。令和6年5月31日以前に先進医療による治療を開始した患者
については、同年6月1日以降の治療についても先進医療の枠組みにおい
て実施し、費用の請求を行うこと。なお、同年5月31日時点において、先進
医療による治療に係る同意を取得しているが、一連の治療を開始していな
い患者が、同年6月1日以降に保険診療による治療を開始することを希望
する場合には、改めて保険診療による治療に係る同意を取得することで、
保険診療に切り替えて治療を開始して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について（その３）

＊官報告示等（2024年4月26日）資料より抜粋



※医療技術評価分科会（2023年11月20日）公開資料より

学会からの医療技術評価提案書より抜粋 ２０２４年度診療報酬改定内容



学会からの医療技術評価提案書より抜粋

※医療技術評価分科会（2023年11月20日）公開資料より

２０２４年度診療報酬改定内容



改定前 改定後

【短期滞在手術等基本料３】

ヘ Ｄ４１３ 前立腺針生検法 ２

その他のもの 10,197点

（生活療養を受ける場合にあっては、10,123点）

ト Ｋ００７－２ 経皮的放射線治療用金属マーカー
留置術33,572点

（生活療養を受ける場合にあっては、33,498点）

イタ Ｍ００１－２ ガンマナイフによる定位放射線
治療58,496点

（生活療養を受ける場合にあっては、58,422点）

【短期滞在手術等基本料３】

ヘ Ｄ４１３ 前立腺針生検法 ２

その他のもの 10,206点

（生活療養を受ける場合にあっては、10,188点）

ト Ｋ００７－２ 経皮的放射線治療用金属マー
カー留置術 30,882点

（生活療養を受ける場合にあっては、30,808点）

イヰ Ｍ００１－２ ガンマナイフによる定位放射
線治療 60,796点

（生活療養を受ける場合にあっては、60,722点）

２０２４年度診療報酬改定内容

短期滞在手術等基本料の評価の見直し

92

第１ 基本的な考え方
実態に即した評価を行う観点から、短期滞在手術等基本料について評価を見直
す。

第２ 具体的な内容
２．短期滞在手術等基本料３について、実態を踏まえ、４０歳未満の勤務医師
、事務職員等の賃上げに資する措置も考慮した評価の見直しを行うとともに、
一部の対象手術等について、評価の精緻化を行う。

＊中医協総会第584回（2024年2月14日）資料より抜粋

改



第１ 基本的な考え方
がん患者に対する質の高い疼痛緩和治療の提供を更に充実させる観点から、放射線治療
及び神経ブロック等の専門的な治療を実施できる体制について、新たな評価を行う。

第２ 具体的な内容
がん性疼痛緩和指導管理料において、放射線治療と神経ブロックを実施する体制及び実
績を有する医療機関において、当該治療が必要な患者に対して、診療方針等について文
書を用いて説明を行った場合に係る評価を新設する。

【がん性疼痛緩和指導管理料】
［算定要件］
注２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、がん性疼痛緩和のための専門的な治療が必要な患者に
対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が、その必
要性及び診療方針等について文書により説明を行った場合に、

難治性がん性疼痛緩和指導管理加算として、
患者１人につき１回に限り所定点数に１００点を加算する。

３～４ (略)

［施設基準］
(11)の２ がん性疼痛緩和指導管理料の注２に規定する施設基準
がん患者に対するがん疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックを実施
する体制及び実績を有していること。
(11)の３ がん性疼痛緩和指導管理料の注４に規定する施設基準（情報通信機器を用い
た診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。）
（略）

がん性疼痛緩和指導管理料の見直し

新

（※参考）Ｂ００１_22 がん性疼痛緩和指導管理料 200点

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋

２０２４年度診療報酬改定内容



がん性疼痛緩和指導管理料の留意事項

(１) がん性疼痛緩和指導管理料は、医師ががん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与してい
るがん患者に対して、ＷＨＯ方式のがん性疼痛の治療法（World Guidelines for pharmacological 
and radiotherapeutic management of cancer pain in adults and ad olescents 2018）に従って、
副作用対策等を含めた計画的な治療管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った場合に、月
１回に限り、当該薬剤に関する指導を行い、当該薬剤を処方した日に算定する。なお、当該指導には
、当該薬剤の効果及び副作用に関する説明、疼痛時に追加する臨時の薬剤の使用方法に関する説
明を含めるものであること。
(２) がん性疼痛緩和指導管理料は、緩和ケアの経験を有する医師（緩和ケアに係る研修を受けた
者に限る。）が当該指導管理を行った場合に算定する。
(３) がん性疼痛緩和指導管理料を算定する場合は、麻薬の処方前の疼痛の程度（疼痛の強さ、部
位、性状、頻度等）、麻薬の処方後の効果判定、副作用の有無、治療計画及び指導内容の要点を
診療録に記載する。
(４) 「注２」に規定する難治性がん性疼痛緩和指導管理加算は、がん疼痛の症状緩和を目的とした
放射線治療及び神経ブロック等の療法について、患者又はその家族等が十分に理解し、納得した上
で治療方針を選択できるように文書を用いて説明を行った場合に、患者１人につき１回に限り算定す
る。
(５) 「注２」に規定する難治性がん性疼痛緩和指導管理加算を算定する場合は、説明内容の要点を
診療録に記載する。
(６) 同一月又は同一日においても第２章第１部の各区分に規定する他の医学管理等及び第２部第
２節第１款の各区分に規定する在宅療養指導管理料は併算定できる。
(７) 「注４」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を
行った場合に算定する。

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋

２０２４年度診療報酬改定内容



２０２４年度診療報酬改定内容

Ｂ００１－２－８ 外来放射線照射診療料 297点

注１・２ （略）
３ 外来放射線照射診療料を算定する日から起算して７日以内の期間におい
ては、当該放射線治療の実施に係る区分番号Ａ０００に掲げる初診料（注15
及び注16に規定する加算を除く。）、区分番号Ａ００１に掲げる再診料（注19
に規定する加算を除く。）及び区分番号Ａ００２に掲げる外来診療料（注10に
規定する加算を除く。）は、算定しない。

外来放射線照射診療料の施設基準
(1) 放射線治療を行うにつき必要な医師、看護師及び診療放射線技師等
が適切に配置されていること。
(2) 緊急時における放射線治療を担当する医師との連絡体制等放射線治
療を適切に実施するための十分な体制が確保されていること。

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



(１) 放射線治療医（放射線治療の経験を５年以上有するものに限る。）が診察を行った
日に算定し、算定日から起算して７日間は放射線照射の実施に係る「Ａ０００」初診料、「
Ａ００１」再診料又は「Ａ００２」外来診療料は算定できないものとし、当該７日間は、「Ａ０
００」初診料、「Ａ００１」再診料又は「Ａ００２」外来診療料を算定せずに、放射線照射の
費用は算定できるものとする。

(２) 外来放射線照射診療料を算定した場合にあっては、第２日目以降の看護師、診療
放射線技師等による患者の観察については、照射ごとに記録し、医師に報告すること。

(３) 放射線治療を行う前に、放射線治療により期待される治療効果や成績などととも
に、合併症、副作用等についても必ず患者又はその家族に説明し、文書等による同意を
得ること。

(４) 関係学会による放射線精度管理等のガイドラインを遵守すること。

(５) 算定した日を含め、３日間以内で放射線照射が終了する場合は、本点数の100分
50に相当する点数を算定する。

Ｂ００１－２－８ 外来放射線照射診療料の留意事項

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋

２０２４年度診療報酬改定内容



放射線治療分野における主な施設基準の届出医療機関数の推移（毎年7月1日時点）

中医協 資料より抜粋・編集

主な施設基準届出 年 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

全国の病院数 8,670 8,630 8,565 8,540 8,493 8,489 8,418 8,404 8,378 8,316 8,215 8,214 8,162 8,130

放射線治療専任加算
病院 466 475 479 492 505 511 532 537 541 557 586 594 597 610

診療所 ー 8 9 12 16 16 16 16 18 18 18 17 19 20

外来放射線治療加算
病院 453 463 479 482 501 509 527 534 543 551 579 588 592 605

診療所 ー 8 9 12 16 16 16 16 18 18 18 17 19 20

遠隔放射線治療計画
加算

病院 ー ー ー ー ー ー ー ー 3 10 10 8 10 10

診療所 ー ー ー ー ー ー ー ー 0 0 0 0 0 0

高エネルギー放射線
治療

病院 616 634 644 649 659 666 671 683 680 678 686 700 694 696

診療所 ー 7 9 10 11 14 15 14 15 16 16 15 15 15

強度変調放射線治療
（ＩＭＲＴ）

病院 90 121 152 171 197 221 245 265 289 310 333 355 364 381

診療所 ー 5 6 8 11 11 14 13 13 14 13 13 13 13

画像誘導放射線治療
（ＩＧＲＴ）

病院 179 221 257 288 332 373 409 436 465 488 520 538 551 569

診療所 ー 7 7 10 14 14 15 14 16 17 17 16 17 18

定位放射線治療
病院 306 298 327 352 382 400 426 442 467 482 511 526 526 526

診療所 ー 8 11 12 16 16 16 16 18 18 18 17 17 17

粒子線治療
病院 ー ー ー ー ー ー 11 12 13 15 16 17 18 18

診療所 ー ー ー ー ー ー 3 3 5 7 7 7 7 7

粒子線治療適応判定
加算

病院 ー ー ー ー ー ー 10 10 13 15 16 17 18 18

診療所 ー ー ー ー ー ー 2 2 4 7 7 7 7 7

粒子線治療医学管理
加算

病院 ー ー ー ー ー ー 10 10 12 14 15 16 18 18

診療所 ー ー ー ー ー ー 2 2 4 6 7 7 7 7

画像誘導密封小線源
治療加算

病院 ー ー ー ー ー ー 76 84 91 97 107 114 118 124

診療所 ー ー ー ー ー ー 0 0 0 0 0 0 0 0

ホウ素中性子捕捉療
法

病院 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 0 0

診療所 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 2 2

ホウ素中性子捕捉療
法適応判定加算

病院 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 0 0

診療所 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 2 2

ホウ素中性子捕捉療
法医学管理加算

病院 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 0 0

診療所 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 2 2

外来放射線照射診療
料

病院 ー ー ー 346 379 400 420 437 434 445 467 489 497 516

診療所 ー ー ー 7 7 8 10 10 12 14 14 15 16 18



医療技術評価提案の概要



〇診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会（令和５年度第１回）より
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html

「診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会」が11月20日にオンライ
ン開催され、学会等から内保連・外保連を経由して、医療技術評価分科会
に「医療技術評価提案書」の提出があった技術 858 件。うち、医療技術
評価分科会における評価の対象となるもの760 件（新規284 件、既存
476 件）。医療技術評価分科会における評価の対象とならないもの98 件。
各学会から提出されたそれぞれの「医療技術評価提案書」の詳細が確認で
きます。

なお、この提案内容の採択の結果が判明するのは次回の1月の分科会で
公表される。
※詳細を確認する際に、データ量が大きいので、「技－１－２」資料にあ
る技術料の目次を確認してから、「医療技術評価提案書」の詳細確認をお
勧めします。

学会からの医療技術評価提案書について
2023年11月20日開催分

全体の提案からこの後、絞り込まれ、採択されます！

２０２４年度診療報酬改定内容

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html


医療技術評価分科会
医療技術評価提案書
2024年度改定要望

2024年1月15日開催分

診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会（令和５年度第２回）
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00012.html

採択された結果が公表されています！

２０２４年度診療報酬改定内容

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00012.html


医療技術の評価（案）＜概要＞

今回は

採択率

2割3分

※医療技術評価分科会（2024年1月15日）公開資料より

２０２４年度診療報酬改定内容



102※中医協・総会第502回（2021年12月3日）公開資料より

前々回は

採択率

3割6分



103※医療技術評価分科会（2022年1月18日）公開資料より

前回は

採択率

2割4分



診療報酬改定において対応する優先度が高い技術
学会等から医療技術評価分科会に提案のあったもの

画像診断関連等

※医療技術評価分科会（2024年1月15日）公開資料より

整理番
号

未・
既

申請技術名 申請団体名 評価（案）
ページ
番号

204101 未
人工知能使用指針を準拠した施設を評価（対象
医療機関の拡大）

日本医学放射線
学会

一部の提案について評価すべき医学
的な有用性が示されている。

42

204201 既 画像診断管理加算2の見直し（2.5の創設）
日本医学放射線
学会

一部の提案について評価すべき医学
的な有用性が示されている。

57

215101 未

18F標識フルシクロビンを用いた場合のポジトロ
ン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター
断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コン
ピューター断層複合撮影

日本核医学会 提案について妥当性が示されている。 167

215207 既
シンチグラムおよびシングルホトンエミッショ
ンコンピューター断層撮影（放射性医薬品管理
者配置）

日本核医学会 提案について妥当性が示されている。 214

215208 既
「ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断
層複合撮影(一連の検査につき)」の心臓サルコイ
ドーシスへの適応拡大

日本核医学会 提案について妥当性が示されている。 219

270201 既 血流予備量比コンピューター断層撮影
日本心血管イン
ターベンション
治療学会

一部の提案について評価すべき医学
的な有用性が示されている。

934

328101 未 乳房トモシンセシス
日本磁気共鳴医
学会

評価すべき医学的な有用性が示され
ている。

1890

426201 既 歯科部分パノラマ断層撮影
日本歯科放射線
学会

一部の提案について評価すべき医学
的な有用性が示されている。

3041

706101 未
ポジトロン断層撮影（アミロイドイメージン
グ）

日本認知症学会
一部の提案について評価すべき医学
的な有用性が示されている。

3506

２０２４年度診療報酬改定内容



診療報酬改定において対応する優先度が高い技術
学会等から医療技術評価分科会に提案のあったもの

放射線治療関連等

※医療技術評価分科会（2024年1月15日）公開資料より

整理番
号

未・既 申請技術名 申請団体名 評価（案）
ページ番

号

724204 既 医療機器安全管理料２の密封小線源治療への拡大
日本放射線腫瘍
学会

一部の提案について評価すべき医
学的な有用性が示されている。

3742

724213 既 頭頚部固定具の適応に良性疾患の追加
日本放射線腫瘍
学会

提案について妥当性が示されてい
る。

3787

724214 既
強度変調放射線治療の同部位１日２回目（２時間
以上の間隔）

日本放射線腫瘍
学会

一部の提案について評価すべき医
学的な有用性が示されている。

3792

724215 既 陽子線治療の適応拡大
日本放射線腫瘍
学会

一部の提案について評価すべき医
学的な有用性が示されている。

3797

724216 既 重粒子線治療の適応拡大
日本放射線腫瘍
学会

一部の提案について評価すべき医
学的な有用性が示されている。

3802

２０２４年度診療報酬改定内容



診療報酬改定において対応する優先度が高い技術
学会等から医療技術評価分科会に提案のあったもの

その他関連等

※医療技術評価分科会（2024年1月15日）公開資料より

整理番号
未・
既

申請技術名 申請団体名 評価（案）
ページ番

号

221104 未
肝腫瘍診断・治療のための画像ナビゲーション
システム

日本肝臓学会
一部の提案について評価すべき医
学的な有用性が示されている。

271

303201 既
胃悪性腫瘍手術・幽門側切除術（ロボット支
援）

日本胃癌学会
提案について妥当性が示されてい
る。

1392

303202 既 胃悪性腫瘍手術・全摘（ロボット支援） 日本胃癌学会
提案について妥当性が示されてい
る。

1397

303203 既
胃悪性腫瘍手術・噴門側切除術（ロボット支
援）

日本胃癌学会
提案について妥当性が示されてい
る。

1402

315101 未 ロボット支援下弁置換術（１弁）
日本胸部外科学
会

評価すべき医学的な有用性が示さ
れている。

1615

315104 未 ロボット支援下弁置換術（２弁）
日本胸部外科学
会

評価すべき医学的な有用性が示さ
れている。

1630

325103 未 ロボット支援下腟断端挙上術
日本産科婦⼈科
内視鏡学会

評価すべき医学的な有用性が示さ
れている。

1866

341101 未 ⼈工関節置換術・股関節（ロボット支援）
日本⼈工関節学
会

評価すべき医学的な有用性が示さ
れている。

2176

359201 既 ロボット支援直腸癌手術の手術分類適正
日本内視鏡外科
学会

提案について妥当性が示されてい
る。

2443

整理番号
未・
既

申請技術名 申請団体名 評価（案）
ページ番

号

299201 既
在宅透析患者管理における遠隔モニタリング加
算日

日本透析医学会
提案について妥当性が示されてい
る。

1343

413102 未 通信情報機器を用いた歯科オンライン連携診療
日本口腔外科学
会

提案について妥当性が示されてい
る。

2974

705202 既 D409-2 センチネルリンパ節生検(片側） 日本乳癌学会
一部の提案について評価すべき医
学的な有用性が示されている。

3491

２０２４年度診療報酬改定内容



診療報酬改定において対応する優先度が高い技術
先進医療会議において科学的根拠等に基づく評価が行われる予定の技術

※医療技術評価分科会（2024年1月15日）公開資料より

２０２４年度診療報酬改定内容



画像診断における

点数評価の主な変遷
2006年～2024年

108



分類
撮影関連行為 診断関連行為

撮影法 撮影料 撮影料（加算） 画像診断 診断媒体、表示、保管

一般Ｘ線
写真撮影

一般撮影料
（単純65点）
（特殊264点）
（造影148点）
（ﾏﾝﾓ196点）

（撮影手技への評価）

画像診断料

＊画像診断管理加算

フィルム代
（フィルム保存）

一般Ｘ線
ＣＲ・ＤＲ

撮影

一般撮影料
（単純65点）
（特殊264点）
（造影148点）
（ﾏﾝﾓ196点）

（撮影手技への評価）

デジタル映像化処理加算

（単純60点）
（特殊64点）
（造影72点）
（ﾏﾝﾓ60点）

（低被ばく・高度画像処
理等への評価）

画像診断料

＊画像診断管理加算

フィルム代
（フィルム保存）

＊フィルムへのプリントアウトを行わず
に画像診断した場合、フィルム代は

請求できない

ＣＴ・ＭＲ
Ｉ撮影

ＣＴ・ＭＲＩ撮影料
（単純ＣＴマルチ８５０点/ﾏﾙﾁ以外660点）

(単純MRI1.5ﾃｽﾗ以上1230点／以外1080点）
その他≪特殊撮影≫

（撮影手技及び高度画像処理・適用範囲の拡大等への評価）

＊ＣＴ・ＭＲＩ撮影の中には、デジタル映像化
処理加算に相当するものは既に含まれている

画像診断料

＊画像診断管理加算

フィルム代
（フィルム保存）

コンピュータ画像
処理加算（60点）

２００６年度までの画像診断領域の基本的構成 

ｱﾅﾛｸﾞ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影
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電子画像管理加算
（120点）

フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料

＊画像診断管理加算

ＣＴ・ＭＲＩ撮影料
 （単純ＣＴマルチ８５０点/ﾏﾙﾁ以外660点）

(単純MRI1.5ﾃｽﾗ以上1300点／以外1080点）
特殊の廃止

（撮影手技及び高度画像処理・適用範囲の拡大等への評価）
＊ＣＴ・ＭＲＩ撮影の中には、デジタル映像化処理加算に

相当するものは既に含まれている

冠動脈ＣＴ・心臓ＭＲＩの評価の新設

ＣＴ・ＭＲ
Ｉ撮影

フィルム代
（フィルム保存）

電子画像管理加算
（単純６０特殊６４造影７２乳房６０）

画像診断料
（マンモ256点）

＊画像診断管理加算

デジタル映像化処理加算

（１５点／経過処置）
一般撮影料
（単純65点）
（特殊264点）
（造影148点）
（ﾏﾝﾓ196点）

（撮影手技への評価）

一般Ｘ線
ＣＲ・ＤＲ

撮影

フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料
（マンモ256点）

＊画像診断管理加算

一般撮影料
（単純65点）
（特殊264点）
（造影148点）
（ﾏﾝﾓ196点）

（撮影手技への評価）

一般Ｘ線
写真撮影

診断媒体、表示、保管画像診断撮影料（加算）撮影料撮影法

診断関連行為撮影関連行為
分類

２００８年度改定後の画像診断領域の基本的構成

ｱﾅﾛｸﾞ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影
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111

フィルム代
（フィルム保存）画像診断料

（CT・MRI450点
、核医学375点）

＊画像診断管理加算

ＣＴ・ＭＲＩ撮影料
ＣＴ （16列以上 900点

２～16列未満 820点
それ以外 600点）

MRI (1.5ﾃｽﾗ以上1330点
以外1000点）

外傷全身ＣＴ加算 800点
（撮影手技及び高度画像処理・適用範囲の拡大等への評価）

ＣＴ・ＭＲ
Ｉ撮影

フィルム代
（フィルム保存）

電子画像管理加算
（単純57特殊58造影66乳房54）

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理加算

一般デジタルエックス線撮影料
（単純68点）（特殊270点）
（造影154点）（ﾏﾝﾓ202点）

撮影手技の評価、低被ばく・高度画像処理等への評価

（従来の撮影料と区別した評価点数）
（撮影手技への評価）

一般Ｘ線
デジタル
ＣＲ・ＤＲ

撮影

フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理加算

一般撮影料
（単純 60点）
（特殊260点）
（造影144点）
（ﾏﾝﾓ192点）

一般Ｘ線
写真撮影

診断媒体、表示、保管画像診断撮影料撮影法

診断関連行為 画像管理マネージメント撮影関連行為
分類

ｱﾅﾛｸﾞ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影

２０１０年度 診療報酬改定後の画像診断領域の構成

電子画像管理加算
（120点）
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112

フィルム代
（フィルム保存）画像診断料

（CT・MRI450点、
PET関係450点、
他核医学370点）

＊画像診断管理加算

ＣＴ・ＭＲＩ撮影料
ＣＴ（64列以上950点、16列～64列未満

900点、4～16列未満 780点
4列未満 600点）

ＭＲＩ(3Ｔ以上1400点、1.5Ｔ～3T未満
1330点、1.5T未満950点）

施設基準3T以上・64列以上CTで専従の技師
大腸ＣＴ撮影加算新設 600点

（撮影手技及び高度画像処理・適用範囲の拡大等への評価）

ＣＴ・ＭＲ
Ｉ撮影

フィルム代
（フィルム保存）

電子画像管理加算
（単純57特殊58造影66乳房54）

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理加算

一般デジタルエックス線撮影料
（単純68点）（特殊270点）
（造影154点）（ﾏﾝﾓ202点）

撮影手技の評価、低被ばく・高度画像処理等への評価

（従来の撮影料と区別した評価点数）
（撮影手技への評価）

一般Ｘ線
デジタル
ＣＲ・ＤＲ

撮影

フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理加算

一般撮影料
（単純 60点）
（特殊260点）
（造影144点）
（ﾏﾝﾓ192点）

一般Ｘ線
写真撮影

診断媒体、表示、保管画像診断撮影料撮影法

診断関連行為 画像管理マネージメント撮影関連行為
分類

ｱﾅﾛｸﾞ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影

２０１２年度 診療報酬改定後の画像診断領域の構成

電子画像管理加算
（120点）
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ＣＴ・ＭＲＩ撮影料
ＣＴ（64列以上1000点、16列～64列未満

900点、4～16列未満 770点
4列未満 580点）

ＭＲＩ(3Ｔ以上1600点、1.5Ｔ～3T未満
1330点、1.5T未満920点）

施設基準3T以上・64列以上CTで専従の技師
大腸ＣＴ撮影加算 620点、500点

（撮影手技及び高度画像処理・適用範囲の拡大等への評価）

113

フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料
（CT・MRI450点、
PET関係450点、
他核医学370点）

＊画像診断管理
加算2 180点

ＣＴ・ＭＲ
Ｉ撮影

フィルム代
（フィルム保存）

電子画像管理加算
（単純57特殊58造影66乳房54）

デジタル撮影時のみ算定

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理
加算１ 70点

一般デジタルエックス線撮影料
（単純68点）（特殊270点）
（造影154点）（ﾏﾝﾓ202点）

撮影手技の評価、低被ばく・高度画像処理等への評価

（従来の撮影料と区別した評価点数）
（撮影手技への評価）

一般Ｘ線
デジタル
ＣＲ・ＤＲ

撮影

フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理加算

一般撮影料
（単純 60点）
（特殊260点）
（造影144点）
（ﾏﾝﾓ192点）

一般Ｘ線
写真撮影

診断媒体、表示、保管画像診断撮影料撮影法

診断関連行為 画像管理マネージメント撮影関連行為
分類

ｱﾅﾛｸﾞ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影

２０１４年度 診療報酬改定の画像診断領域の構成

電子画像管理加算
（120点）
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ＣＴ・ＭＲＩ撮影料
ＣＴ（64列以上1020点（共同利用）、
64列以上1000点（共同利用なし）

16列～64列未満 900点、
4～16列未満 750点、4列未満 560点）

ＭＲＩ(3Ｔ以上1620点（共同利用）、
3Ｔ以上1600点（共同利用なし）。

1.5Ｔ～3T未満1330点、1.5T未満900点）
乳房ＭＲＩ撮影加算 100点

114

フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料
（CT・MRI450点、
PET関係450点、
他核医学370点）

＊画像診断管理
加算2 180点

（夜間休日遠隔可）

ＣＴ・ＭＲ
Ｉ撮影

フィルム代
（フィルム保存）

電子画像管理加算
（単純57特殊58造影66乳房54）

デジタル撮影時のみ算定

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理
加算１ 70点

（夜間休日遠隔可）

一般デジタルエックス線撮影料
（単純68点）（特殊270点）
（造影154点）（ﾏﾝﾓ202点）

撮影手技の評価、低被ばく・高度画像処理等への評価

（従来の撮影料と区別した評価点数）
（撮影手技への評価）

一般Ｘ線
デジタル
ＣＲ・ＤＲ

撮影

フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理加算

一般撮影料
（単純 60点）
（特殊260点）
（造影144点）
（ﾏﾝﾓ192点）

一般Ｘ線
写真撮影

診断媒体、表示、保管画像診断撮影料撮影法

診断関連行為 画像管理マネージメント撮影関連行為
分類

ｱﾅﾛｸﾞ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影

２０１６年度 診療報酬改定の画像診断領域の構成

電子画像管理加算
（120点）

114



115

フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料
（CT・MRI450点、
PET関係450点、
他核医学370点）

（遠隔診断可能）

＊画像診断管理
加算2 180点

画像診断管理加算３
３００点

（特定機能病院）

ＣＴ・ＭＲ
Ｉ撮影

フィルム代
（フィルム保存）

電子画像管理加算
（単純57特殊58造影66乳房54）

デジタル撮影時のみ算定

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理
加算１ 70点

（夜間休日遠隔可）

一般デジタルエックス線撮影料
（単純68点）（特殊270点）
（造影154点）（ﾏﾝﾓ202点）

撮影手技の評価、低被ばく・高度画像処理等への評価

（従来の撮影料と区別した評価点数）
（撮影手技への評価）

一般Ｘ線
デジタル
ＣＲ・ＤＲ

撮影

フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理加算

一般撮影料
（単純 60点）
（特殊260点）
（造影144点）
（ﾏﾝﾓ192点）

一般Ｘ線
写真撮影

診断媒体、表示、保管画像診断撮影料撮影法

診断関連行為 画像管理マネージメント撮影関連行為
分類

ｱﾅﾛｸﾞ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影

２０１８年度 診療報酬改定の画像診断領域の構成

電子画像管理加算
（120点）

ＣＴ・ＭＲＩ撮影料
ＣＴ（64列以上1020点（共同利用）、
64列以上1000点（共同利用なし）

16列～64列未満 900点、
4～16列未満 750点、4列未満 560点）

ＭＲＩ(3Ｔ以上1620点（共同利用）、
3Ｔ以上1600点（共同利用なし）。1.5Ｔ～3T未

満1330点、1.5T未満900点）
心臓ＭＲＩ撮影加算 ３00点⇒４００点

頭部ＭＲＩ撮影加算 １００点、他 115



116

フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料
（CT・MRI450点、
PET関係450点、
他核医学370点）

（遠隔診断可能）

＊画像診断管理
加算2 180点

画像診断管理加算３
３００点

（特定機能病院）

ＣＴ・ＭＲ
Ｉ撮影

フィルム代
（フィルム保存）

電子画像管理加算
（単純57特殊58造影66乳房54）

デジタル撮影時のみ算定

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理
加算１ 70点

（夜間休日遠隔可）

一般デジタルエックス線撮影料
（単純68点）（特殊270点）
（造影154点）（ﾏﾝﾓ202点）

撮影手技の評価、低被ばく・高度画像処理等への評価

（従来の撮影料と区別した評価点数）
（撮影手技への評価）

一般Ｘ線
デジタル
ＣＲ・ＤＲ

撮影

フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理加算

一般撮影料
（単純 60点）
（特殊260点）
（造影144点）
（ﾏﾝﾓ192点）

一般Ｘ線
写真撮影

診断媒体、表示、保管画像診断撮影料撮影法

診断関連行為 画像管理マネージメント撮影関連行為
分類

ｱﾅﾛｸﾞ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影

２０２０年度 診療報酬改定の画像診断領域の構成

電子画像管理加算
（120点）

ＣＴ・ＭＲＩ撮影料
ＣＴ（64列以上1020点（共同利用）、
64列以上1000点（共同利用なし）

16列～64列未満 900点、
4～16列未満 750点、4列未満 560点）

ＭＲＩ(3Ｔ以上1620点（共同利用）、
3Ｔ以上1600点（共同利用なし）。

1.5Ｔ～3T未満1330点、1.5T未満900点）
心臓ＭＲＩ撮影加算 ４００点

頭部ＭＲＩ撮影加算 １００点、他
全身ＭＲＩ撮影加算 600点、

血流予備量比コンピューター断層撮影料 9,400点
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フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料
（CT・MRI450点、
PET関係450点、
他核医学370点）

（遠隔診断可能）

＊画像診断管理
加算2 180点

画像診断管理加算３
３４０点

（特定機能病院）

ＣＴ・ＭＲ
Ｉ撮影

フィルム代
（フィルム保存）

電子画像管理加算
（単純57特殊58造影66乳房54）

デジタル撮影時のみ算定

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理
加算１ 70点

（夜間休日遠隔可）

一般デジタルエックス線撮影料
（単純68点）（特殊270点）
（造影154点）（ﾏﾝﾓ202点）

撮影手技の評価、低被ばく・高度画像処理等への評価

（従来の撮影料と区別した評価点数）
（撮影手技への評価）

一般Ｘ線
デジタル
ＣＲ・ＤＲ

撮影

フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理加算

一般撮影料
（単純 60点）
（特殊260点）
（造影144点）
（ﾏﾝﾓ192点）

一般Ｘ線
写真撮影

診断媒体、表示、保管画像診断撮影料撮影法

診断関連行為 画像管理マネージメント撮影関連行為
分類

ｱﾅﾛｸﾞ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影

２０２２年度 診療報酬改定の画像診断領域の構成

電子画像管理加算
（120点）

画像診断報告書管理体制加算
（7点）

ＣＴ・ＭＲＩ撮影料
ＣＴ（64列以上1020点（共同利用）、
64列以上1000点（共同利用なし）

16列～64列未満 900点、
4～16列未満 750点、4列未満 560点）

ＭＲＩ(3Ｔ以上1620点（共同利用）、
3Ｔ以上1600点（共同利用なし）。

1.5Ｔ～3T未満1330点、1.5T未満900点）
心臓ＭＲＩ撮影加算４００点、頭部ＭＲＩ撮影加算１００点、

全身ＭＲＩ撮影加算 600点、他
血流予備量比コンピューター断層撮影料 9,400点

MRI肝エラストグラフィ加算 600点
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フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料
（CT・MRI450点、
PET関係450点、
他核医学370点）
（遠隔診断可能）

＊画像診断管理加算2
175点（減点）

画像診断管理加算３
235点（新設）

画像診断管理加算４
３４０点（3→4）名称変更

ＣＴ・ＭＲ
Ｉ撮影

フィルム代
（フィルム保存）

電子画像管理加算
（単純57特殊58造影66乳房54）

デジタル撮影時のみ算定

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理
加算１ 70点

（夜間休日遠隔可）

一般デジタルエックス線撮影料
（単純68点）（特殊270点）（造影154点）
（ﾏﾝﾓ202点）（乳房トモシンセシス100点）

撮影手技の評価、低被ばく・高度画像処理等への評価

（従来の撮影料と区別した評価点数）
（撮影手技への評価）

一般Ｘ線
デジタル
ＣＲ・ＤＲ

撮影

フィルム代
（フィルム保存）

画像診断料
（マンモ306点）

＊画像診断管理加算

一般撮影料
（単純 60点）
（特殊260点）
（造影144点）
（ﾏﾝﾓ192点）

一般Ｘ線
写真撮影

診断媒体、表示、保管画像診断撮影料撮影法

診断関連行為 画像管理マネージメント撮影関連行為
分類

ｱﾅﾛｸﾞ撮影

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影

２０２４年度 診療報酬改定の画像診断領域の構成

電子画像管理加算
（120点）

画像診断報告書管理体制加算
（7点）

ＣＴ・ＭＲＩ撮影料
ＣＴ（64列以上1020点（共同利用）、
64列以上1000点（共同利用なし）

16列～64列未満 900点、
4～16列未満 750点、4列未満 560点）

ＭＲＩ(3Ｔ以上1620点（共同利用）、
3Ｔ以上1600点（共同利用なし）。

1.5Ｔ～3T未満1330点、1.5T未満900点）
心臓ＭＲＩ撮影加算４００点、頭部ＭＲＩ撮影加算１００点、

全身ＭＲＩ撮影加算 600点、他
血流予備量比コンピューター断層撮影料 9,400点

MRI肝エラストグラフィ加算 600点
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参考資料（トピックス）

画像診断用ディスプレイが「医療機器」に！

一般的名称

GSDFキャリブレーション機能付き
画像診断用ディスプレイ



Source：MEジャーナル
2024/6/11

厚労省告示
2024/7/8

トピックス：画像診断用ディスプレイが「医療機器」に！



厚労省との協議と合意

類 別 器09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管

一般的名称 GSDFキャリブレーション機能付き画像診断用ディスプレイ

一般的名称の定義

モノクロ医用画像表示用で、DICOM規格のGSDFの階調特性に調整するキャ
リブレーション機能を持つものであって、それにより画像表示の一貫性を確保
し、マンモグラフィ、CTやMRI、CRなどのデジタル画像を表示して診断に用い
られるものをいう。

クラス分類等 クラスI

医療機器の分類等
特定保守 設置管理 修理区分 ＱＭＳ適否 製品群

該当 － G1 該当 ー

②医療現場では医療機器と非医療機器の混在可能
・医療機関は適正に判断し、医療機器、あるいは非医療機器を選択可

③JIRA自主基準(医療機器届出の最低基準)の了承と通知発出(厚労省)による周知
通知の内容：
・自主基準(JESRA TI-0004)は適正
・自主基準を満たしても、必ず届出が必要な訳ではない(ベンダー側)
・画像診断への使用は医療機器ディスプレイでなくても良い(使用者側)

①

厚労省通知 2024年 7月8日



厚労省から取扱い基準に関する通知が発出された

取扱通知
8月7日発出



参考資料（トピックス）

２０２４年度診療報酬改定内容

・中医協総会（第566回）認知症鑑別診断におけるPET検査の取扱い

・中医協総会（第572回）認知症治療薬及びPET検査の取扱い

・中医協総会（第581回）ＰＥＴ検査の保険適用に係る対応

・中医協総会（第567回）緩和放射線治療の取扱い

・診療報酬改定項目（地域包括医療病棟の新設）

・診療報酬改定項目（医療ＤＸ関連）

・診療報酬改定項目（ベースアップ・働き方改革関連）

・診療報酬改定項目（医療安全関連）



中医協での認知症治療薬での
鑑別診断におけるPET検査の

取扱いについて

出典：中医協・総会 第566回（2023年11月22日開催）資料より

２０２４年度診療報酬改定内容



出典：中医協・総会 第566回（2023年11月22日開催）資料より

２０２４年度診療報酬改定内容



高額医薬品（認知症薬）に対する対応について（案）

レケンビ点滴静注200mg及び同500mg（レカネマブ（遺伝子組換え）製剤）
の薬価収載にあたっては、本剤が令和4 年度薬価制度改革の骨子（令和3年
12 月22 日中医協了解）の「４．高額医薬品に対する対応」における高額医薬
品に該当する品目であることから、薬価算定の手続に先立ち、中医協において
薬価算定方法等の検討を行った。

薬価制度は「国民皆保険の持続可能性」と「イノベーションの推進」を両立
させることが重要である。本剤については、新規作用機序を有する認知症分野
の革新的な抗体医薬品に対する適切な評価を行うとともに、市場規模が高額と
なる場合には、医療保険財政に与える影響をできる限り少なくする必要がある
ため、既存のルールを基本としつつ、薬価制度及び費用対効果評価制度の検討
状況も踏まえつつ、本剤の特性から特に対応が必要な事項に限って特例的な対
応を行うことが適切である。そのような観点での検討の結果として、以下のとおり
取り扱うこととする。

出典：中医協・総会 第564回（2023年11月15日開催）資料より

２０２４年度診療報酬改定内容



１．薬価収載時の対応

(１) 算定方法及び薬価算定にあたり用いるデータ
○ 本剤については通常どおりの算定方法（類似薬効比較方式又は原価計
算方式）により算定し、補正加算は既存のルールにしたがって評価する
こととする。具体的には、薬価算定組織において判断し、中医協総会にお
ける薬価収載の議論の際には、選択した選定方法等の算定にあたっての
考え方を説明することとする。
○ 製造販売業者から提出された薬価基準収載希望書に示されたデータの
うち、介護費用に基づく内容の評価については、費用対効果評価の枠組
みにおいて検討する（２．（２）参照）。

(２) 保険適用上の留意事項
○ 本剤の投与に際しては、適切な患者選択や投与判断、重篤な副作用
発現（特に、アミロイド関連画像異常（ARIA）の発現）の際の迅速な安全
対策等の確保のため、最適使用推進ガイドラインが定められることから、
同ガイドラインに基づき必要な内容を留意事項通知において明示する。

出典：中医協・総会 第564回（2023年11月15日開催）資料より

２０２４年度診療報酬改定内容



※ 最適使用推進ガイドラインで定める主な事項（概要）

１．投与開始時
適切な患者選択や投与判断、投与後の重篤な副作用発現の際の迅速な安全対策等の確保
に必要な体制を求める。

＜患者要件＞
・禁忌に該当しないことの確認、認知症のスコア評価、アミロイドβ病理を示唆する所見
の確認（アミロイドPET 又は脳脊髄液（CSF）検査） など

＜医師・施設の要件＞
・診断やARIAの画像所見の判断等ができる医師（関連学会の専門医の認定、ARIAに関す
るMRI 読影の研修受講、アルツハイマー病の病態・診断及び本剤の治療等に関する研修
受講など）、ARIA の鑑別を含むMRI 読影が適切に行える医師（ARIAに関するMRI読影
の研修受講）、必要なスコア評価ができる医療従事者によるチーム体制
・MRI 検査、PET 検査又はCSF 検査ができる検査体制（PET検査又はCSF検査は連携施
設で可）

２．投与開始後
・有効性の確認として、6か月に1回、臨床症状の確認を行い、投与継続の可否を判断
・安全性の確認として、本剤投与後2か月以内、3か月以内、6か月以内、以降6か月に1
回の頻度でMRI 検査を実施し、ARIA 発現の有無を確認
・投与は原則18か月であり、18か月以上継続する場合は有効性及び安全性の評価を行っ
た上で投与継続を判断

出典：中医協・総会 第564回（2023年11月15日開催）資料より

２０２４年度診療報酬改定内容



中医協での認知症治療薬
及びPET検査の取扱いについて

出典：中医協・総会 第572回（2023年12月13日開催）資料より

２０２４年度診療報酬改定内容



出典：中医協・総会 第572回（2023年12月13日開催）資料より

中医協・総会において、認知症治療薬レカネマブ（商品名レケンビ）の薬価が
示された。レケンビ点滴静注1回当たり200mgで45,777円、500mgで114,443
円。体重50kgの患者が1年間で26回使用した場合1患者当たり年間約298万円と
なる見通し。 投与患者数はピーク時の2031年度に約3.2万人となり、年間の
販売額が986億円に上ると予測されている。
併せてアミロイドPET撮影にかかる留意事項、保険適応上の留意事項、最適使

用推進ガイドラインも審議の上、了承された。

認知症治療薬レカネマブ（商品名レケンビ）の薬価 薬価は年間で

約298万円

２０２４年度診療報酬改定内容



出典：中医協・総会 第572回（2023年12月13日開催）資料より

２０２４年度診療報酬改定内容



出典：中医協・総会 第572回（2023年12月13日開催）資料より

２０２４年度診療報酬改定内容



医療機器及び臨床検査の保険適用について

〇 令和５年11 月22 日の中医協総会において、アミロイドＰＥＴイメー
ジング製剤を用いたポジトロン断層撮影を行う際に用いられる医療機器
「放射性医薬品自動合成装置Synthera+」並びにアミロイドβ42/40 比
（髄液）を測定する際に用いられる体外診断用医薬品「ルミパルス β－
アミロイド１－４２」及び「ルミパルス β－アミロイド１－４０」につ
いて留意事項も含め承認されたところ。
（保険適用時期は、関連する医薬品「レカネマブ」の保険適用日に合わ
せることとされた。）

○ 今般、「レカネマブ（遺伝子組換え）製剤に係る最適使用推進ガイド
ライン」（案）を踏まえ、当該留意事項について別添のとおり更に変更
する。
別添１ アミロイドＰＥＴイメージング製剤を用いたポジトロン断層撮影
に係る留意事項の変更について別添２ アミロイドβ42/40 比（髄液）
検査に係る留意事項の変更について

２０２４年度診療報酬改定内容



出典：中医協・総会 第572回（2023年12月13日開催）資料より

１．アミロイドＰＥＴイメージング製剤を用いたポジトロン断層撮影に係る留意事項の変更について

Ｅ１０１－２ ポジトロン断層撮影
（１）（２） 略
（３） 18ＦＤＧ製剤又はアミロイドＰＥＴイメージング製剤を医療機関内で製造する場合は、18ＦＤＧ製剤又はアミロイド
ＰＥＴイメージング製剤の製造に係る衛生管理、品質管理等について、関係学会の定める基準を参考として、十分安全な体
制を整備した上で実施すること。なお、高安動脈炎等の大型血管炎の診断に用いる18ＦＤＧ製剤については、当該診断のた
めに用いるものとして薬事承認を得ている18ＦＤＧ製剤を使用した場合に限り算定する。

（４） アミロイドＰＥＴイメージング製剤を用いたポジトロン断層撮影については、厚生労働省の定めるレカネマブ
（遺伝子組換え）製剤に係る最適使用推進ガイドラインに沿って、アルツハイマー病による軽度認知障害又は軽度
の認知症が疑われる患者等に対し、レカネマブ（遺伝子組換え）製剤の投与の要否を判断する目的でアミロイドβ病理を示

唆する所見を確認する場合に、本区分「２」の18ＦＤＧを用いた場合（一連の検査につき）、本区分「注４」の乳幼児
加算及び区分番号「Ｅ１０１－５」 乳房用ポジトロン断層撮影を合算した所定点数を準用して患者１人につき１回に

限り算定する。ただし、レカネマブ（遺伝子組換え）製剤の投与中止後に初回投与から18 か月を超えて再開
する場合は、上記のように合算した点数をさらに１回限り算定できる。なお、本撮影が必要と判断した医
学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
（５）～（７） 略
（８） ターゲットガス（窒素、酸素、二酸化炭素）等の15Ｏ標識ガス剤の合成及び吸入に係る費用並びに18ＦＤＧ、13Ｎ標
識アンモニア剤並びにアミロイドＰＥＴイメージング製剤の合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できな
い。
（９）（10） 略
（11） アミロイドＰＥＴイメージング製剤を用いたポジトロン断層撮影による画像診断、区分番号「Ｅ１０１－３」に規
定するアミロイドＰＥＴイメージング製剤を用いたポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又は区分番号「Ｅ１０１
－４」に規定するアミロイドＰＥＴイメージング製剤を用いたポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影のう
ち、いずれか複数を、レカネマブ（遺伝子組換え）製剤の投与の要否を判断するに当たり実施した場合には、いずれか主た
るもののみを算定する。

（続く）

２０２４年度診療報酬改定内容



出典：中医協・総会 第572回（2023年12月13日開催）資料より

（続き）

（12） アミロイドＰＥＴイメージング製剤を用いたポジトロン断層撮影は、厚生労働省の定めるレカネ
マブ（遺伝子組換え）製剤に係る最適使用推進ガイドラインに沿って、次のいずれにも該当する医師が
常勤で複数名配置されている場合に限り算定する。
ア 認知症疾患に関する専門の知識並びに10 年以上の軽度認知障害の診断及び認知症疾患の鑑別診断等
の専門医療を主たる業務とした臨床経験を有する常勤の医師であること。
イ アミロイド関連画像異常の有無を判断した上で、臨床症状の有無と併せてレカネマブ（遺伝子組換
え）製剤の投与継続、中断又は中止を判断し、必要な対応が可能な医師であること。
ウ 関連学会等が実施する磁気共鳴コンピューター断層撮影によるアミロイド関連画像異常の読影、ア
ルツハイマー病の病態及び診断並びにレカネマブ（遺伝子組換え）製剤投与対象患者及びレカネマブ
（遺伝子組換え）製剤による治療に関する研修を修了していること。

（13） アミロイドＰＥＴイメージング製剤を用いたポジトロン断層撮影は、厚生労働省の定めるレカネマブ（遺伝子組

換え）製剤に係る最適使用推進ガイドラインに沿って、次のいずれにも該当する医療機関又は該当する医療機
関と連携している施設で行われた場合に限り算定する。
ア 認知症疾患医療センター又は認知症疾患医療センターと連携している施設であること。
イ レカネマブ（遺伝子組換え）製剤を投与する患者について、初回投与時及び初回投与後に、当該患
者の背景情報の把握並びに安全性及び有効性を評価するための調査を確実に実施できる施設であること。

（14） アミロイドＰＥＴイメージング製剤を用いたポジトロン断層撮影は、（12）及び（13）のいずれにも該当する
医療機関と連携している施設で行われた場合であっても算定できる。

※なお、以下の内容も、Ｅ１０１－２ ポジトロン断層撮影に準じた留意事項となっている。

Ｅ１０１－３ ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影（一連の検査につき）
Ｅ１０１－４ ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影（一連の検査につき）

※また、アミロイドβ42/40 比（髄液）を使用した場合は上記のポジトロン断層撮影の費用は別に算定できない。

２０２４年度診療報酬改定内容



放射性医薬品を用いたＰＥＴ検査の
保険適用に係る対応について（案）

出典：中医協・総会 第581回（2024年1月26日開催）資料より
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放射性医薬品を用いたＰＥＴ検査の保険適用に係る対応について（案）

１．現状

（１） 放射性医薬品を用いたＰＥＴ検査の保険適用については、
① 学会等から医療技術評価分科会に提案がなされ、医療技術評価分科会での検討を経て
診療報酬改定の際に保険適用される場合
② 放射性医薬品の院内合成装置等、放射性医薬品を用いたＰＥＴ検査に必要な医療機器
の製造販売業者から当該医療機器について保険適用希望書が提出されることにより保険医
療材料等専門組織での検討を経て期中に保険適用される場合が考えられる。
※ 令和５年度においては、レカネマブの適応を判断する際に実施するアミロイドイメー
ジング製剤を用いた ＰＥＴ検査について、放射性医薬品の院内合成装置の保険適用とと
もに審議を行い、令和５年１２月２０日に保険適用されている。

（２） また、令和５年１１月２２日の中医協総会において、放射性医薬品を用いたＰＥ
Ｔ検査の評価の在り方について、これまで院内合成装置により合成した放射性医薬品を用
いて行うＰＥＴ検査が主であったところ、薬事承認された放射性医薬品を医療機関が購入
して用いる場合が主に想定されるＰＥＴ検査に対する評価については、撮影等に対す
る評価と薬剤料を区分する見直しを行うこととされた。

（３） 一方で、治療薬の適応を判断する上で必要となるＰＥＴ検査について、使用する
放射性医薬品の院内合成装置が薬事承認されている場合は（１）②の枠組みにより保険適
用が可能であるものの、使用する放射性医薬品について、院内製造ではなく医療機関が購
入する場合のみが想定される場合は、保険適用される時期が診療報酬改定の際に限られる
こととなる。

出典：中医協・総会 第581回（2024年1月26日開催）資料より
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２．今後の対応（案）

○ 今後、アミロイドイメージング製剤を用いたＰＥＴ検査と同様に、治療薬を用いる際に
当該治療薬の適応を判断する上で必要となるＰＥＴ検査の保険適用が必要となる場合も考
えられることから、こうしたＰＥＴ検査について、以下の対応を行うこととする。
・治療薬の適応を判断する上で必要となるＰＥＴ用放射性医薬品の製造販売業者は、当該
ＰＥＴ検査の保険適用について、保険医療材料等専門組織に保険適用希望書を提出できる
こととする。
・保険医療材料等専門組織において、当該ＰＥＴ検査の保険適用が妥当と判断された場合
には、当該製造販売業者は、当該医薬品の薬価収載について薬価算定組織に申請を行うこ
ととする。
・保険医療材料等専門組織及び薬価算定組織は、検討の結果について中医協総会に報告し
、中医協総会は、準用技術料及び薬価を含め保険適用について審議を行う。

出典：中医協・総会 第581回（2024年1月26日開催）資料より
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出典：中医協・総会 第581回（2024年1月26日開催）資料より
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中医協での緩和放射線治療
の取扱いについて

出典：中医協・総会 第567回（2023年11月24日開催）資料より
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出典：中医協・総会 第567回（2023年11月24日開催）資料より
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出典：中医協・総会 第567回（2023年11月24日開催）資料より
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出典：中医協・総会 第567回（2023年11月24日開催）資料より
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出典：中医協・総会 第567回（2023年11月24日開催）資料より
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地域包括医療病棟の新設



＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋



問104 「Ａ３０４」地域包括医療病棟入院料について、「入院患者のＡＤＬ等の

維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されており、医師、看護師、

当該病棟に専従の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士（以下この項に

おいて「専従の理学療法士等」という。）、当該病棟に専任の管理栄養士及び

必要に応じてその他の職種が参加していること。当該病棟におけるカンファレ

ンスの内容を記録していること。」とあるが、地域包括医療病棟入院料を算定

する全ての患者についてカンファレンスを行い、診療録にカンファレンスの内容

を記録する必要があるか。

（答）当該病棟において、ＡＤＬ等の維持、向上等に係るカンファレンスが定期的

に開催されていればよく、全ての患者について個別にカンファレンスを実施し、

診療録に記録されている必要はない。

疑義解釈資料の送付について（その１）

＊官報告示等（2024年3月28日疑義解釈その１）資料より抜粋



問105 地域包括医療病棟入院料の施設基準おいて、「入院

早期からのリハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を

有していること。」とあるが、当該病棟内にリハビリテーション

を行う専用の設備は必要か。

（答）不要。

疑義解釈資料の送付について（その１）

＊官報告示等（2024年3月28日疑義解釈その１）資料より抜粋



問106 地域包括医療病棟入院料について、「常時、必要な

検査、CT撮影、MRI撮影を含む救急患者への対応を実施出

来る体制を有していること。」とあるが、MRI撮影等は、オン

コールを行っている職員により対応する体制でもよいか。

（答）救急患者への対応を実施出来る体制であれば、オンコー

ルを行っている職員により対応する体制でも差し支えない。

疑義解釈資料の送付について（その１）

＊官報告示等（2024年3月28日疑義解釈その１）資料より抜粋



問107 地域包括医療病棟入院料の施設基準において、「直

近１年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者（死亡退院

及び終末期のがん患者を除く。）のうち、退院又は転棟時に

おけるＡＤＬ（基本的日常生活活動度（Barthel Index）

（以下「ＢＩ」という。）の合計点数をいう。）が入院時と比較して

低下した患者の割合が５％未満であること。」とされているが、

入退棟時のＢＩの測定をする者についてどのように考えれば

よいか。

（答）ＢＩの測定に関わる職員を対象としたＢＩの測定に関する

研修会を修了した職員が評価することが望ましい。

疑義解釈資料の送付について（その１）

＊官報告示等（2024年3月28日疑義解釈その１）資料より抜粋



【地域包括医療病棟】
問13 「Ａ３０４」地域包括医療病棟の施設基準において、
「常時、必要な検査、ＣＴ撮影、ＭＲＩ撮影を含む救急患者
への対応を実施出来る体制を有していること」とあるが、
ＭＲＩ撮影等の体制について、他の保険医療機関と連携し、
必要な救急患者等に対して速やかにＭＲＩ撮影等を行うこ
とができる体制でも差し支えないか。 

（答）差し支えない。

疑義解釈資料の送付について（その３）

＊官報告示等（2024年4月26日疑義解釈その3）資料より抜粋



医療ＤＸ関連



診療録管理体制加算の見直し

第１ 基本的な考え方

適切な診療記録の管理を推進する観点から、「医療情報システムの安全管理に
関するガイドライン」を踏まえ、診療録管理体制加算について非常時に備えた
サイバーセキュリティ対策の整備に係る要件及び評価を見直す。

第２ 具体的な内容

１．非常時に備えたサイバーセキュリティ対策が講じられるよう、専任の医療
情報システム安全管理責任者の配置及び院内研修の実施を求める医療機関の対
象範囲について、現行の許可病床数が４００床以上の保険医療機関から許可病
床数が２００床以上の保険医療機関に拡大する。

２．医療情報システムのオフラインバックアップ体制の確保、「医療情報シス
テムの安全管理に関するガイドライン」に基づく業務継続計画（BCP）の策定
及び訓練の実施についても新たに評価を行う。

改定前 改定後

【診療録管理体制加算】

１ 診療録管理体制加算１ 100点

２ 診療録管理体制加算２  30点

【診療録管理体制加算】

１ 診療録管理体制加算１ １４０点

２ 診療録管理体制加算２ １００点

３ 診療録管理体制加算３ ３０点
改

２０２４年度診療報酬改定内容

＊中医協総会第584回（2024年2月14日）資料より抜粋

改

新



診療録管理体制加算の見直し

［施設基準］
七 診療録管理体制加算の施設基準

(1) 診療録管理体制加算１
イ～ホ （略）
ヘ 非常時における対応につき十分な体制が整備されていること。

(2) 診療録管理体制加算２
(1)のイからホを満たすものであること。

(3) 診療録管理体制加算３
イ (1)のイ、ロ及びニを満たすものであること。
ロ 診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 入院患者について疾病統計及び退院時要約が作成されていること。

診療録管理体制加算１に関する施設基準
(7) 以下に掲げる項目を全て含む電子的な一覧表を有し、保管・管理された診療記録が、任意の条件
及びコードに基づいて速やかに検索・抽出できること。なお、当該データベースについては、各退院
患者の退院時要約が作成された後、速やかに更新されていること。また、当該一覧表及び診療記録に
係る患者の個人情報の取扱いについては、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い
のためのガイダンス」（以下「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ
ダンス」という。）に基づく管理が実施されていること。
ア 退院患者の氏名、生年月日、年齢、性別、住所（郵便番号を含む。）
イ 入院日、退院日
ウ 担当医、担当診療科
エ ＩＣＤ（国際疾病分類）コードによって分類された疾患名
オ 手術コード（医科点数表の区分番号）によって分類された当該入院中に実施された手術
(8)～(9) （略）

２０２４年度診療報酬改定内容

＊中医協総会第584回（2024年2月14日）資料より抜粋

新

改



診療録管理体制加算の見直し

［施設基準］
１ 診療録管理体制加算１（続き）
(10) 許可病床数が２００床以上の保険医療機関については、厚生労働省「医療情報システムの安全管
理に関するガイドライン」に基づき、専任の医療情報システム安全管理責任者を配置すること。また
、当該責任者は、職員を対象として、少なくとも年１回程度、定期的に必要な情報セキュリティに関
する研修を行っていること。ただし、令和６年３月31日において、現に当該加算に係る届出を行って
いる保険医療機関（許可病床数が２００床以上３９９床未満のものに限る。）については、令和７年
５月３１日までの間、当該基準を満たしているものとみなす。
(11) 非常時に備えた医療情報システムのバックアップを複数の方式で確保し、その一部はネットワー
クから切り離したオフラインで保管していること。
(12) 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に基づき、非常時を想定した医療情報シ
ステムの利用が困難な場合の対応や復旧に至るまでの対応についての業務継続計画を策定し、少なく
とも年１回程度、定期的に当該業務継続計画に基づく訓練・演習を実施すること。また、その結果を
踏まえ、必要に応じて改善に向けた対応を行っていること。

２ 診療録管理体制加算２に関する施設基準
(1) １の(1)から(10)までを満たしていること。

３ 診療録管理体制加算３に関する施設基準
(1)１の (1)から(4)まで、(9)及び(10)を満たしていること。
(2)１名以上の専任の診療記録管理者が配置されていること。
(3)入院患者についての疾病統計には、ＩＣＤ大分類程度以上の疾病分類がされていること。
(4)保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
(5)全診療科において退院時要約が全患者について作成されていること。

２０２４年度診療報酬改定内容

＊中医協総会第584回（2024年2月14日）資料より抜粋

新



２０２４年度診療報酬改定内容

＊中医協総会第584回（2024年2月14日）資料より抜粋

【特定集中治療室管理料】

［算定要件］
注１～６（略）
７ 特定集中治療室管理料５又は特定集中治療室管理料６を算定する保険医療機関であって別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たすものにおいて、特定集中治療室管理に係る専門的な医療機関として別に厚生労働大臣が
定める保険医療機関と情報通信機器を用いて連携して特定集中治療室管理がおこなわれた場合に、

特定集中治療室遠隔支援加算として、９８０点を所定点数に加算する。

［施設基準］
三 特定集中治療室管理料の施設基準等
(9) 特定集中治療室管理料の注７に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
他の保険医療機関（(10)の基準を満たす保険医療機関に限る。）と情報通信機器を用いて連携して特定集中治療
室管理を実施するための必要な体制が整備されていること。
(10) 特定集中治療室管理料の注７に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
次のいずれにも該当する保険医療機関であること。
イ 特定集中治療室管理料１又は特定集中治療室管理料２に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 特定集中治療室管理について情報通信機器を用いて支援を行うにつき十分な体制を有していること。

12 特定集中治療室管理料の「注７」に掲げる特定集中治療室遠隔支援加算の施設基準
被支援側医療機関における施設基準を満たした上で、支援側医療機関の施設基準を満たす医療機関から入院患
者についての常時モニタリングを受けるとともに助言を受けられる体制があること。
(1) 被支援側医療機関における施設基準
ア 特定集中治療室管理料５又は特定集中治療室管理料６の届出を行っていること。
イ 支援側医療機関から定期的に重症患者の治療に関する研修を受けていること。

ウ 情報セキュリティに必要な体制を整備した上で、支援側による電子カルテの確認及びモニタリング
に必要な機器等を有している等関係学会の定める指針に従って支援を受ける体制を有していること。

（以下略） 改

新



ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減の取組の推進

第１基本的な考え方
ICTの活用等による看護職員の更なる業務負担軽減の観点から、「夜間看護体制加
算」等の夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等の項目を見直す。

第２具体的な内容
ICTの活用等による看護職員の更なる業務負担軽減の観点から、「夜間看護体制加
算」等の夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等のうち、「ICT、AI、
IoT等の活用による業務負担軽減」に取り組むことが望ましいこととする。

【夜間看護体制加算】
［施設基準］
17 障害者施設等入院基本料の注10 に規定する夜間看護体制加算について
(1) 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、ア又はウを含
む４項目以上を満たしていること。ただし、当該加算を算定する病棟が２交代制勤務又は変則２交代制勤務
を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからコまでのうち、ア又はウを含む４項目

以上を満たしていること。また、当該４項目以上にコが含まれることが望ましいこと。なお、各
項目の留意点については、別添３の第４の３の９の(３)と同様であること。
ア～ケ （略）
コ 当該病棟において、ＩＣＴ、ＡＩ、ＩｏＴ等の活用によって、看護要員の業務負担軽減を行っていること。
※ 夜間看護体制加算（急性期看護補助体制加算）、看護職員夜間12対１配置加算１、看護職員16対１配
置加算１、夜間看護体制加算（看護補助加算）、看護職員夜間配置加算（精神科救急急性期医療入院料）、
看護職員夜間配置加算（精神科救急・合併症入院料）、時間外受入体制強化加算（小児入院医療管理料）
も同様。

２０２４年度診療報酬改定内容

＊中医協総会第584回（2024年2月14日）資料より抜粋

改



地域医療体制確保加算の見直し

第１基本的な考え方
より実効性を持った医師の働き方改革を推進する観点から、地域医療体制確保加算の
要件を見直す。

第２具体的な内容
地域医療体制確保加算の施設基準に、医師の時間外・休日労働時間に係る基準を追
加する。

【地域医療体制確保加算】
［施設基準］
１ 地域医療体制確保加算に関する施設基準
(4) 医師の労働時間について、原則として、タイムカード、ＩＣカード、パソコンの使用時間の記録
等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。また、当該保険医療機関に勤務す
る医療法施行規則第63条に定める特定地域医療提供医師及び連携型特定地域医療提供医師（
以下、この項において、「対象医師」という。）の１年間の時間外・休日労働時間が、原則として、
次のとおりであること。ただし、１年間の時間外・休日労働時間が次のとおりでない対象医師がい
る場合において、その理由、改善のための計画を当該保険医療機関の見やすい場所及びホーム
ページ等に掲示する等の方法で公開した場合は、その限りでないこと。
ア 令和６年度においては、 ７８５時間以下
イ 令和７年度においては、 ７１０時間以下
(5) （略）

２０２４年度診療報酬改定内容

＊中医協総会第584回（2024年2月14日）資料より抜粋

改



改定前 改定後

【初診料】

［算定要件］

注15 初診に係る十分な情報を取得する体制とし
て別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保

険医療機関を受診した患者に対して初診を行った
場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加
算１として、月１回に限り４点を所定点数に加算
する。ただし、健康保険法第３条第13項に規定す
る電子資格確認により当該患者に係る診療情報を
取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患
者に係る診療情報等の提供を受けた場合にあって

は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算２
として、月１回に限り２点を所定点数に加算する。

【初診料】

［算定要件］

注15 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た
す保険医療機関を受診した患者に対して十分な情

報を取得した上で初診を行った場合は、医療情報
取得加算１として、月１回に限り３点を所定点数
に加算する。ただし、健康保険法第３条第13項
に規定する電子資格確認により当該患者に係る診
療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関か
ら当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合
にあっては、医療情報取得加算２として、

月１回に限り１点を所定点数に加算する。

２０２４年度診療報酬改定内容

167

第１ 基本的な考え方
保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化され、オンライン資格確認に係
る体制が整備されていることを踏まえ、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の評価の在り方を見直す。

第２ 具体的な内容
医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認等システムの導入が原則義務化された
ことを踏まえ、体制整備に係る評価から、初診時等の診療情報・薬剤情報の取得・活用にかかる評価へ、評価の

在り方を見直すとともに、名称を医療情報取得加算に見直す。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直し

＊中医協総会第584回（2024年2月14日）資料より抜粋

改



改定前 改定後

【再診料】

［算定要件］

（削除）

注18 再診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚
生労働大臣が定める施設基準を満たす保

険医療機関を受診した患者に対して再診を行った場合は、
医療情報・システム基盤整備体制充実加算３として、月１
回に限り２点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法
第３条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に
係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から
当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、
この限りでない。

【再診料】

［算定要件］

注19 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た
す保険医療機関を受診した患者に対して十分な情

報を取得した上で再診を行った場合は、医療情報
取得加算３として、３月に１回に限り２点を所定
点数に加算する。ただし、健康保険法第３条第
13項に規定する電子資格確認により当該患者に
係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療
機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた
場合にあっては、医療情報取得加算４として、３

月に１回に限り１点を所定点数に加算する。

※ 外来診療料についても同様。

２０２４年度診療報酬改定内容

168

（続き）

＊中医協総会第584回（2024年2月14日）資料より抜粋

改

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直し



医療ＤＸ推進体制整備加算の新設

第１ 基本的な考え方

オンライン資格確認の導入による診療情報・薬剤情報の取得・活用の推進に加え、「医
療ＤＸの推進に関する工程表」に基づき、利用実績に応じた評価、電子処方箋の更なる普
及や電子カルテ情報共有サービスの整備を進めることとされていることを踏まえ、医療DX 
を推進する体制について、新たな評価を行う。

第２ 具体的な内容

オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制
を整備し、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を
提供するため医療DX に対応する体制を確保している場合の評価を新設する。

（新） 医療ＤＸ推進体制整備加算 ８点

［算定要件］

医療ＤＸ推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関
を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療ＤＸ推進体制整備加算として、月１回
に限り８点を所定点数に加算する。この場合において、在宅医療ＤＸ情報活用加算又は訪
問看護医療ＤＸ情報活用加算は同一月においては、別に算定できない。

２０２４年度診療報酬改定内容

＊中医協総会第584回（2024年2月14日）資料より抜粋

新



［施設基準］

（１）療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令（昭和51年厚生省令
第36号）第１条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
（２）健康保険法第３条第１３項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
（３）医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室
又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
（４）電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。
（５）電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
（６）マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。
（７）医療ＤＸ推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を
取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示
していること。
（８）（７）の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

［経過措置］

（１）令和７年３月３１日までの間に限り、（４）に該当するものとみなす。
（２）令和７年９月３０日までの間に限り、（５）に該当するものとみなす。
（３）（６）については、令和６年１０月１日から適用する。
（４）令和７年５月３１日までの間に限り、（８）に該当するものとみなす。

２０２４年度診療報酬改定内容
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医療ＤＸ推進体制整備加算の新設



在宅医療における医療DXの推進

第１基本的な考え方
居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サ
ービスにより、在宅医療における診療計画の作成において取得された患者の診療情報や薬
剤情報を活用することで質の高い医療を提供した場合について、新たな評価を行う。

第２具体的な内容
１．在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の１、在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の２、在宅患者訪問診療
料（Ⅱ）及び在宅がん医療総合診療料について、居宅同意取得型のオンライン資格確認等
システム、電子カルテ情報共有サービス及び電子処方箋により得られる情報を活用して質
の高い医療を提供することに係る評価を新設する。

（新）在宅医療ＤＸ情報活用加算 １０点

［対象患者］
在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の１、在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の２、在宅患者訪問診療料（
Ⅱ）及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者

［算定要件］
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において健康保険法第３条第13
項に規定する電子資格確認等により得られる情報を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪
問して診療を行った場合は、在宅医療ＤＸ情報活用加算として、月１回に限り所定点数に
加算する。ただし、医療情報取得加算、医療ＤＸ推進体制整備加算又は訪問看護医療ＤＸ
情報活用加算を算定した月は、在宅医療ＤＸ情報活用加算は算定できない。

新

２０２４年度診療報酬改定内容
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［施設基準］
（１）療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令（昭和51年厚生省令
第36号）第１条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
（２）健康保険法第３条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
（３）電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。
（４）電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
（５）（２）の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び
活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
（６）（５）の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲示していること。

［経過措置］
（１）令和７年３月３１日までの間に限り、（３）の基準に該当するものとみなす。
（２）令和７年９月３０日までの間に限り、（４）の基準に該当するものとみなす。
（３）令和７年５月３１日までの間に限り、（６）の基準に該当するものとみなす。
（※）在宅患者訪問診療料（Ⅱ）及び在宅がん医療総合診療料についても同様。

在宅医療における医療DXの推進

２０２４年度診療報酬改定内容
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第１基本的な考え方
へき地医療において、患者が看護師等といる場合のオンライン診療（D to P with N）が有効であ
ることを踏まえ、へき地診療所・へき地医療拠点病院がD to P with Nを実施する場合について、
新たな評価を行う。

第２具体的な内容
へき地診療所及びへき地医療拠点病院において、適切な研修を修了した医師が、D to P with N
を実施できる体制を確保している場合の評価を、情報通信機器を用いた場合の再診料及び外来
診療料に新設する。

（新）看護師等遠隔診療補助加算 ５０点

［算定要件］
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合に
、所定点数に加算する。

［施設基準］
患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されて
いること。

新

２０２４年度診療報酬改定内容
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へき地診療所等が実施するD to P with Nの推進



診療報酬における書面要件の見直し
第１基本的な考え方
医療DXを推進する観点から、診療報酬上、書面での検査結果その他の書面の作成又は書面を用いた
情報提供等が必要とされる項目について、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の遵
守を前提に、電磁的方法による作成又は情報提供等が可能であることについて明確化する。

第２具体的な内容
１．文書による提供等をすることとされている個々の患者の診療に関する情報等を、電磁的方法によっ
て、他の保険医療機関、保険薬局又は患者等に提供等する場合は、「医療情報システムの安全管理に

関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面における署名又は記名・押
印に代わり、本ガイドラインに定められた電子署名を施すこととする。

［算定要件］
別添１ 医科診療報酬点数表に関する事項
＜通則＞※１～８省略

９ 文書による提供等をすることとされている個々の患者の診療に関する情報等を、電磁的方法によっ
て、患者、他の保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者等に提供等する場合は、厚生労働省「
医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書
面における署名又は記名・押印に代わり、本ガイドラインに定められた電子署名（厚生労働省の定める
準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野PKI 認証局の発行する電子証明書を用いた電子署名、認
定認証事業者（電子署名及び認証業務に関する法律（平成12 年法律第 102 号）第２条第３項に規
定する特定認証業務を行う者をいう。）又は認証事業者（同条第２項に規定する認証業務を行う者（認
定認証事業者を除く。）をいう。）の発行する電子証明書を用いた電子署名、電子署名等に係る地方公
共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成 14 年法律第 153 号）に基づき、平成 １６
年１月２９日から開始されている公的個人認証サービスを用いた電子署名等）を施すこと。
※別添２歯科診療報酬点数表に関する事項、別添３調剤報酬点数表に関する事項についても同様。

２０２４年度診療報酬改定内容

新
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書面掲示事項のウェブサイトへの掲載

第１基本的な考え方
デジタル原則に基づき書面掲示についてインターネットでの閲覧を可能な状態にする
ことを原則義務づけするよう求められていることを踏まえ、保険医療機関、保険薬局
及び指定訪問看護事業者における書面掲示について、原則として、ウェブサイトに掲
載しなければならないこととする。

第２具体的な内容
保険医療機関及び保険医療養担当規則等について、書面掲示することとされている
事項について、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないこととする。

【保険医療機関及び保険医療養担当規則】
（掲示） 
第二条の六 保険医療機関は、その病院又は診療所内の見やすい場所に、第五条の
三第四項、第五条の三の二第四項及び第五条の四第二項に規定する事項のほか、
別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない。 
２ 保険医療機関は、原則として、前項の厚生労働大臣が定める事項をウェブサイトに
掲載しなければならない。 

２０２４年度診療報酬改定内容

新
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２０２４年度診療報酬改定内容

第１基本的な考え方
在宅での療養を行っている患者に対して、医師・歯科医師が計画的な医学管理を行う際に当該患者の医療・ケアに携わ
る関係職種がICTを用いて記録した診療情報等を活用した場合について、新たな評価を行う。

第２具体的な内容
１．在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料について、他の保険医療機関等の関係職種がICTを用
いて記録した患者に係る診療情報等を活用した上で、医師が計画的な医学管理を行った場合の評価を新設する。

（新）在宅医療情報連携加算（在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料） １００点

［算定要件］
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問診療を実施している保
険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関
と連携する他の保険医療機関の保険医、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪
問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法
士、作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関わ
る者がICTを用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で計画的な医学管理を行った場合に、在宅医療
情報連携加算として、月１回に限り、１００点を所定点数に加算する。

[施設基準]
（１）在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの診療情報等について、ICTを用いて常時確認できる体
制を有し、関係機関と平時からの連携体制を構築していること。
（２）診療情報等を活用した上で計画的な医学管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
（３）（１）に規定する連携体制を構築している医療機関であることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示
していること。 
（４）(３)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。 

［経過措置］
令和７年５月３１日までの間に限り、（４）に該当するものとみなす。

＊中医協総会第584回（2024年2月14日）資料より抜粋

新

在宅医療におけるICTを用いた医療情報連携の推進
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第１基本的な考え方
医師がICT を活用して死亡診断等を行う場合において、研修を受けた医療機関の看護師が当該医師の
補助を行うことについて、新たな評価を行う。

第２具体的な内容
医師が行う死亡診断等について、ICT を活用した在宅での看取りに関する研修を受けた医療機関の看
護師が補助した場合の評価として、在宅ターミナルケア加算に遠隔死亡診断補助加算を新設する。

【在宅患者訪問看護・指導料】
[算定要件〕
注17 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、区分番号Ｃ００１の注８（区分番号Ｃ００１－２の注６の規定により準用する場合を
含む。）に規定する死亡診断加算及び区分番号Ｃ００５の注 1 0 （区分番号Ｃ００５－１－２の注６
の規定により準用する場合を含む。）に規定する在宅ターミナルケア加算を算定する患者（別に厚生
労働大臣が定める地域に居住する患者に限る。）に対して、医師の指示の下、情報通信機器を用いた

在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を
行った場合は、

（新設）遠隔死亡診断補助加算として、１５０点を所定点数に加算

18・19 （略）

[施設基準〕
四の三の六 在宅患者訪問看護・指導料の注 1 7 （同一建物居住者訪問看護・指導料の注６の規定に
より準用する場合を含む。）に規定する遠隔死亡診断補助加算に関する施設基準情報通信機器を用い
た在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていること。
※ 同一建物居住者訪問看護・指導料についても同様。

ICTを活用した遠隔死亡診断の補助に対する評価の新設

新
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第１基本的な考え方
医科歯科連携を推進する観点から、周術期等口腔機能管理の在り方を見直す。

第２具体的な内容
１．手術を行わない急性期脳梗塞患者等、集中治療室における治療が必要な患者を、周術期等口腔機能管理計画策定料の対
象に追加するとともに、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)について、放射線治療等を実施する患者の区分を見直す。
２．終末期の悪性腫瘍の患者等に対して周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)及び周術期等専門的口腔衛生処置を行う場合の算定回
数制限を見直す。

【周術期等口腔機能管理料（Ⅲ）】
［算定要件］
注１ がん等に係る放射線治療、化学療法、集中治療室における治療又は緩和ケア（以下「放射線治療等」という。）を実施
する患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保険医療機関において、区分番号Ｂ０００－５に掲げる周術
期等口腔機能管理計画策定料の注１に規定する管理計画に基づき、他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患
者以外の患者であって、放射線治療等を実施するものに対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、当該管理内容に係る情
報を文書により提供した場合は、当該患者につき、区分番号Ｂ０００－５に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定
した日の属する月から月１回に限り算定する。
２ 区分番号Ｂ０００－５に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して６月を超えて、注

１に規定する管理を行った場合は、長期管理加算として５０点を所定点数に加算する。

【周術期等口腔機能管理料（Ⅳ）】 ２００点
注１ 放射線治療等を実施する患者の口腔機能を管理するため、区分番号Ｂ０００－５に掲げる周術期等口腔機能管理計画策
定料の注１に規定する管理計画に基づき、他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者であって、放射線治療
等を実施するものに対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当
該患者につき、区分番号Ｂ０００－５に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して６月
以内においては月２回に限り、その他の月においては月１回に限り算定する。
２ 区分番号Ｂ０００－５に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して６月を超えて注１
に規定する管理を行った場合は、長期管理加算として５０点を所定点数に加算する。
３ 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定した月において、区分番号Ｂ０００－４に掲げる歯科疾患管理料、区分番号Ｂ０００
－４－２に掲げる小児口腔機能管理料、区分番号Ｂ０００－４－３に掲げる口腔機能管理料、区分番号Ｂ００２に掲げる歯
科特定疾患療養管理料、区分番号Ｂ００４－６－２に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号Ｂ００６－３－２に掲げるが
ん治療連携指導料、区分番号Ｃ００１－３に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、Ｃ００１－４－２に掲げる在宅患者歯科治療
時医療管理料及び区分番号Ｎ００２に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。

医科歯科連携の推進

新



２０２４年度診療報酬改定内容
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第１基本的な考え方
医歯薬連携を推進する観点から、医科からの依頼に基づく歯科診療情報の提供や患者の服薬状況等に関する
歯科医療機関と薬局との情報連携・共有が可能となるよう、診療情報連携共有料について名称及び要件を見
直す。

第２具体的な内容
診療情報連携共有料について、名称を変更するとともに、保険薬局に対して情報提供を求めた場合及び医科
医療機関からの依頼に基づく情報提供を行った場合にも算定可能とする。

【診療情報等連携共有料】
［算定要件］ ※改定前は「診療情報連携共有料 120点」

１ 診療情報等連携共有料１ １２０点
２ 診療情報等連携共有料２ １２０点

注１ １については、歯科診療を行うに当たり全身的な管理が必要な患者に対し、当該患者の同意を得て、別
の保険医療機関（歯科診療を行うものを除く。）で行った検査の結果若しくは投薬内容等の診療情報又は保
険薬局が有する服用薬の情報等（以下この区分番号において「診療情報等」という。）について、当該別の
保険医療機関又は保険薬局に文書等により提供を求めた場合に、当該別の保険医療機関又は保険薬局ごとに
患者１人につき、診療情報等の提供を求めた日の属する月から起算して３月に１回に限り算定する。
２ ２については、別の保険医療機関（歯科診療を行うものを除く。）からの求めに応じ、患者の同意を得て
、診療情報を文書により提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患者１人につき、診療情報を提供し
た日の属する月から起算して３月に１回に限り算定する。
３ １及び２について、区分番号Ｂ００９に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対して紹介を行
った場合に限る。)を算定した月は、別に算定できない。
４ ２について、区分番号Ｂ０１１－２に掲げる連携強化診療情報提供料（同一の保険医療機関に対して文書
を提供した場合に限る。）を算定した月は、別に算定できない。

医歯薬連携の推進

改



ベースアップ・働き方改革関連
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賃上げに向けた評価の新設

第１基本的な考え方
看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種について、賃上げを実施
していくため、新たな評価を行う。

第２具体的な内容
１．外来医療又は在宅医療を実施している医療機関（医科）において
、勤務する看護職員、薬剤師その他の医療関係職種の賃金の改善を実
施している場合の評価を新設する。

（新）外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）（１日につき）
１初診時 ６点
２再診時 ２点
３訪問診療時

イ同一建物居住者以外の場合 ２８点
ロ同一建物居住者の場合 ７点

（新）歯科外来 ・在宅 ベースアップ評価料（１日につき）
１初診時 １０点
２再診時 ２点
３歯科訪問診療時
イ 同一建物居住者以外 の 場合  ４１点
ロ   同一建物居住者同一建物居住者のの場合 １０点

新

新

２０２４年度診療報酬改定内容
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（新）外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）（１日につき）

１外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）１
イ初診又は訪問診療を行った場合 ８点
ロ再診時 １点

２外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）２
イ初診又は訪問診療を行った場合 １６点
ロ再診時 ２点

↓

８外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）８
イ初診又は訪問診療を行った場合 ６４点
ロ再診時 ８点

新

２０２４年度診療報酬改定内容
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５．病院又は有床診療所において、勤務する看護職員、薬剤師その他の医療
関係職種の賃金の改善を実施している場合の評価を新設する。

（新）入院ベースアップ評価料（１日につき）

１入院ベースアップ評価料１ １点
２入院ベースアップ評価料２ ２点

↓

１６５入院ベースアップ評価料１６５ １６５点

［算定要件］
主として医療に従事する職員（医師及び歯科医師を除く。以下「対象職員」
という。） の 賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入
院している患者であって、第１章第２部第１節の入院基本料（特別入院基本
料等を含む。）、同部第３節の特定入院料又は同部第４節の短期滞在手術等
基本料（短期滞在手術等基本料１を除く。）を算定している患者について、
当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

新

２０２４年度診療報酬改定内容
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別表１

ア薬剤師
イ保健師
ウ助産師
エ看護師
オ准看護師
カ看護補助者
キ理学療法士
ク作業療法士
ケ視能訓練士
コ言語聴覚士
サ義肢装具士
シ歯科衛生士
ス歯科技工士
セ歯科業務補助者
ソ診療放射線技師
タ診療エックス線技師

チ臨床検査技師
ツ衛生検査技師
テ臨床工学技士
ト管理栄養士
ナ栄養士
ニ精神保健福祉士
ヌ社会福祉士
ネ介護福祉士
ノ保育士
ハ救急救命士
ヒあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師
フ柔道整復師
ヘ公認心理師
ホ診療情報管理士
マ医師事務作業補助者ミその他医療に従事す
る職員（医師及び歯科医師を除く。）

２０２４年度診療報酬改定内容
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２０２４年度診療報酬改定内容
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新



２０２４年度診療報酬改定内容
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新

新



改定前 改定後

【一般病棟入院基本料】
１急性期一般入院基本料
イ急性期一般入院料１ 1,650点

ロ急性期一般入院料２ 1,619点

ハ急性期一般入院料３ 1,545点 
 
ニ急性期一般入院料４ 1,440点

ホ急性期一般入院料５ 1,429点

ヘ急性期一般入院料６ 1,382点 
 

1,688点

1,644点

1,569点

1,462点

1,451点

1,404点

１．入院基本料等の評価を見直す。

２０２４年度診療報酬改定内容
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改定前 改定後

【初診料】
初診料 288点
（情報通信機器を用いた場合）  251点
（紹介のない場合） 214点
（紹介のない場合・情報通信機器を用いた場合）  186点
（妥結率が低い場合）  214点
（妥結率が低い場合・情報通信機器を用いた場合） 186点
（同一日２科目）  144点
（同一日２科目・情報通信機器を用いた場合）  125点
（同一日２科目・紹介のない場合） 107点
（同一日２科目・紹介のない場合・情報通信機器を用いた場合）  93点
（同一日２科目・妥結率が低い場合）    107点
（同一日２科目・妥結率が低い場合・情報通信機を用いた場合）  93点  

291点
253点
216点
188点
216点
188点
146点
127点
108点
94点

108点
9４点

改

２０２４年度診療報酬改定内容

188

初再診料等の評価の見直し
第１基本的な考え方
外来診療において標準的な感染防止対策を日常的に講じることが必要となっていること
、職員の賃上げを実施すること等の観点から、初再診料等の評価を見直す。
第２具体的な内容
外来診療における標準的な感染防止対策を日常的に講じることが必要となったこと、職
員の賃上げを実施すること等の観点から、初診料を３点、再診料と外来診療料をそれぞ
れ２点引き上げる。
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改定前 改定後

【再診料】
再診料 73点
（情報通信機器を用いた場合）  73点
（妥結率が低い場合） 54点
（同一日２科目） 37点
（同一日２科目・妥結率が低い場合）  27点

【外来診療料】
外来診療料  74点
（情報通信機器を用いた場合）   73点
（紹介がない場合）  55点
（妥結率が低い場合）   55点
（同一日２科目）   37点
（同一日２科目・紹介がない場合）   27点
（同一日２科目・妥結率が低い場合）   27点

75点
75点
55点
38点
28点

76点
75点
56点
56点
38点
28点
28点

２０２４年度診療報酬改定内容
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２０２４年度診療報酬改定内容
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通則
１ 処遇の費用は、第１節若しくは第２節の各区分の所定点数のみにより、又は第１節及び第２節の各区
分の所定点数を合算した点数により算定する。
２ 処遇改善に当たって、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科
診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に第２節（入院ベースアップ評価料を除く。）の各区分
に掲げるベースアップ評価料を算定する。

第１節 看護職員処遇改善評価料
区分Ｏ 000 看護職員処遇改善評価料（１日につき）

１ 看護職員処遇改善評価料１ １点
２ 看護職員処遇改善評価料２ ２点
３ 看護職員処遇改善評価料３ ３点
４ 看護職員処遇改善評価料４ ４点
５ 看護職員処遇改善評価料５ ５点

↓

161 看護職員処遇改善評価料161 300点
162 看護職員処遇改善評価料162 310点
163 看護職員処遇改善評価料163 320点
164 看護職員処遇改善評価料164 330点
165 看護職員処遇改善評価料165 340点

注 看護職員の処遇の改善を図る体制 その他の事項につき 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、第１章第２部第１
節の入院基本料（特別入院基本料等を含む。）、同部第３節の特定入院料又は同部第４節の短期滞在手術
等基本料（短期滞在手術等基本料１を除く。）を算定しているものについて、当該基準に係る区分に従い
、それぞれ所定点数を算定する。

（新設）Ｏ000看護職員処遇改善評価料

新



改定前 改定後

【医師事務作業補助体制加算】

１ 医師事務作業補助体制加算１

イ 15対１補助体制加算 1,050点

ロ 20対１補助体制加算 835点

ハ 25対１補助体制加算 705点

ニ 30対１補助体制加算 610点

ホ 40対１補助体制加算 510点

ヘ 50対１補助体制加算 430点

ト 75対１補助体制加算 350点

チ 100対１補助体制加算 300点

２ 医師事務作業補助体制加算２

イ 15対１補助体制加算 975点

ロ 20対１補助体制加算 770点

ハ 25対１補助体制加算 645点

ニ 30対１補助体制加算 560点

ホ 40対１補助体制加算 475点

ヘ 50対１補助体制加算 395点

ト 75対１補助体制加算 315点

チ 100対１補助体制加算 260点

【医師事務作業補助体制加算】

１ 医師事務作業補助体制加算１

イ 15対１補助体制加算 1,070点

ロ 20対１補助体制加算 855点

ハ 25対１補助体制加算 725点

ニ 30対１補助体制加算  630点

ホ 40対１補助体制加算 530点

ヘ 50対１補助体制加算 450点

ト 75対１補助体制加算 370点

チ 100対１補助体制加算  320点

２ 医師事務作業補助体制加算２

イ 15対１補助体制加算  995点

ロ 20対１補助体制加算 790点

ハ 25対１補助体制加算 665点

ニ 30対１補助体制加算 580点

ホ 40対１補助体制加算 495点

ヘ 50対１補助体制加算 415点

ト 75対１補助体制加算  335点

チ 100対１補助体制加算  280点

改

２０２４年度診療報酬改定内容

Ａ２０７－２医師事務作業補助体制加算の見直し
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改定前 改定後

【医師事務作業補助体制加算】

［施設基準］

第４の２ 医師事務作業補助体制加算

２ 医師事務作業補助体制加算１の施設基準

当該保険医療機関において、３年以上の医師事
務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務
作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに５割以
上配置されていること。

【医師事務作業補助体制加算】

［施設基準］

第４の２ 医師事務作業補助体制加算

２ 医師事務作業補助体制加算１の施設基準

当該保険医療機関において、３年以上の医師事
務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務
作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに５割以
上配置されていること。また、医師事務作業補助
者の勤務状況及び補助が可能な業務の内容を定期
的に評価することが望ましい。

改

２０２４年度診療報酬改定内容

Ａ２０７－２医師事務作業補助体制加算の見直し
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Ａ２０７－２ 医師事務作業補助体制加算の留意事項

(１) 医師事務作業補助体制加算は、医師の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制を確保する
ことを目的として、医師、医療関係職員、事務職員等との間での業務の役割分担を推進し、医師の
事務作業を補助する専従者（以下「医師事務作業補助者」という。）を配置している体制を評価する
ものである。

(２) 医師事務作業補助体制加算は、当該患者の入院初日に限り算定する。

(３) 医師事務作業補助者の業務は、医師（歯科医師を含む。）の指示の下に、診断書等の文書作
成補助、診療記録への代行入力、医療の質の向上に資する事務作業（診療に関するデータ整理、
院内がん登録等の統計・調査、教育や研修・カンファレンスのための準備作業等）、入院時の案内等
の病棟における患者対応業務及び行政上の業務（救急医療情報システムへの入力、感染症サーベ
イランス事業に係る入力等）への対応に限定するものであること。なお、医師以外の職種の指示の
下に行う業務、診療報酬の請求事務（ＤＰＣのコーディングに係る業務を含む。）、窓口・受付業務、
医療機関の経営、運営のためのデータ収集業務、看護業務の補助及び物品運搬業務等について
は医師事務作業補助者の業務としないこと。

(４) 医師事務作業補助者は、院内の医師の業務状況等を勘案して配置することとし、病棟におけ
る業務以外にも、外来における業務や、医師の指示の下であれば、例えば文書作成業務専門の部
屋等における業務も行うことができる。

＊官報告示等（2024年3月5日）資料より抜粋
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医療安全関連



改定前 改定後

Ａ２３４－２ 感染対策向上加算（入院初日）

１～３ （略）

注１～３ （略）

４ 感染対策向上加算２又は感染対策向上加算
３を算定する場合について、感染防止対策に
資する情報を提供する体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関に入院している患者については、サーベイ
ランス強化加算として、５点を更に所定点数
に加算する。

Ａ２３４－２ 感染対策向上加算（入院初日）

１～３ （略）

注１～３ （略）

４ 感染対策向上加算２又は感染対策向上加算３を算
定する場合について、感染防止対策に資する情報を提
供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関に入院している患者については、サーベ
イランス強化加算として、３点を更に所定点数に加算
する。

５ 感染対策向上加算を算定する場合について、抗菌
薬の使用状況につき別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関に入院している患者については、抗菌
薬適正使用加算として、５点を更に所定点数に加算す
る。

改

新

２０２４年度診療報酬改定内容

感染対策向上加算

［算定要件］
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感染対策向上加算等における専従要件の明確化

第１基本的な考え方
感染対策等の専門的な知見を有する者が、介護保険施設等からの求めに応じてその専門性に基
づく助言を行えるようにする観点から、感染対策向上加算等のチームの構成員の専従業務に当該
助言が含まれることを明確化する。

第２具体的な内容
感染対策向上加算、緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料及び褥瘡ハイリスク患者ケア加算
の施設基準で求める各チームに専従の者は、各加算等で求めるチーム構成員としての業務に影響
のない範囲において、介護保険施設等からの求めに応じて当該構成員の専門性に基づく助言を行
っても差し支えないこととする。

【感染対策向上加算】
［施設基準］
１ 感染対策向上加算１の施設基準
(2) 感染防止対策部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日
常業務を行うこと。
ア～エ （略）
アに定める医師又はイに定める看護師のうち１名は専従であること。なお、感染制御チームの専従
の職員については、抗菌薬適正使用支援チームの業務を行う場合、感染対策向上加算２、感染対
策向上加算３又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った他の保険医療機関に対する助言に
係る業務を行う場合及び介護保険施設等又は指定障害者支援施設等（以下この区分において「
介護保険施設等」という。）からの求めに応じ、当該介護保険施設等に対する助言に係る業務を行
う場合には、感染制御チームの業務について専従とみなすことができる。ただし、介護保険施設等
に赴いて行う助言に携わる時間は、原則として月１０時間以下であること。

２０２４年度診療報酬改定内容
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感染対策向上加算の見直し

第１ 基本的な考え方
新興感染症発生・まん延時への備えを評価するとともに、感染対策における介護保険施設
等との連携を推進する観点から、感染対策向上加算について、要件を見直す。

第２ 具体的な内容
１．感染対策向上加算１～３の施設基準における新興感染症発生時の対応に係る要件につ
いて、第８次医療計画における協定締結の類型に合わせた見直しを行う。
２．感染対策向上加算１における感染制御チームの医師又は看護師の専従要件について、
連携する介護保険施設等に対する感染対策に関する助言の必要性を踏まえた見直しを行う
。また、介護保険施設等から依頼のあった場合に、現地に赴いての感染対策に関する助言
を行うこと及び院内研修を合同で開催することが望ましいことを要件に追加する。

［施設基準］
二十九の二 感染対策向上加算の施設基準等
(1) 感染対策向上加算１の施設基準

イ～ハ （略）
ニ 感染防止対策につき、感染対策向上加算２又は感染対策向上加算３に係る届出を

行っている保険医療機関等と連携していること。
ホ 介護保険施設等又は指定障害者支援施設等と協力が可能な体制をとっていること。

(2) 感染対策向上加算２の施設基準
ホ (1)のホを満たしていること。

(3) 感染対策向上加算３の施設基準
ホ (1)のホを満たしていること。

２０２４年度診療報酬改定内容
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第１ 基本的な考え方
第８次医療計画における新興感染症発生・まん延時に備え、外来における適切な感染管理の下での発熱患者
等への対応を更に推進する観点から、外来感染対策向上加算について要件及び評価を見直す。

第２ 具体的な内容
１．外来感染対策向上加算について、要件の見直しを行うとともに、当該加算の届出を行う保険医療機関に
おいて、適切な感染防止対策を講じた上で発熱患者等の診療を行った場合の加算を新設する。
２．外来感染対策向上加算の施設基準における新興感染症発生時の対応に係る要件について、第８次医療計
画における協定締結の類型に合わせて内容を見直す。

［算定要件］
注11 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関（診療所に限る。）において初診を行った場合は、外来感染対策向上加算と
して、月１回に限り６点を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する

患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で初診を行った場合については、発熱患者等対応加算とし

て、月１回に限り２０点を更に所定点数に加算する。
[施設基準]
(1）～(12) （略）
(13) 当該医療機関の外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を
呈する患者の受入れを行う旨を公表し、受入れを行うために必要な感染防止対策として発熱患者の動線を分
ける等の対応を行う体制を有していること。
(14) 感染症法第38 条第２項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医療機関（第
36 条の２第１項の規定による通知（同項第２号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。）又は医療措
置協定（同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。）に基づく措置を講ずる医療機関に限る。）であ
ること。(15)～(17) （略）
(18) 感染症から回復した患者の罹患後症状が持続している場合に、当該患者の診療について必要に応じて
精密検査が可能な体制又は専門医への紹介が可能な連携体制があることが望ましいこと。
[経過措置]
令和６年３月３１日において現に外来感染対策向上加算の届出を行っている保険医療機関については、令和
６年１２月３１日までの間に限り、１の(14)の基準を満たしているものとみなす。

外来感染対策向上加算の見直し
２０２４年度診療報酬改定内容
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第１基本的な考え方
院内感染防止等の観点から感染対策が特に必要となる感染症の入院患者について、必要な感
染管理及び個室管理を新たに評価する。

第２具体的な内容
１．感染症法上の三類感染症、四類感染症、五類感染症及び指定感染症に位置付けられる感
染症の患者及び疑似症患者のうち感染対策が特に必要な患者を入院させて適切な感染管理を
行った場合の加算を新設する。

（新）特定感染症入院医療管理加算（１日につき）
１治療室の場合 ２００点
２それ以外の場合 １００点

［対象患者］
感染症法上の三類感染症の患者、四類感染症の患者、五類感染症の患者及び指定感染症の患
者並びにそれらの疑似症患者のうち感染対策が特に必要なもの。

［算定要件］
感染症法上の三類感染症の患者、四類感染症の患者、五類感染症の患者及び指定感染症の患
者並びにそれらの疑似症患者のうち感染対策が特に必要なもの に対して、適切な感染防止対
策を実施した場合に、１入院に限り７日（当該感染症を他の患者に感染させるおそれが高い
ことが明らかであり、感染対策の必要性が特に認められる患者に対する場合を除く。）を限
度として、 算定する。ただし、疑似症患者については、初日に限り所定点数に加算する。

感染症の入院患者に対する感染対策及び個室管理の評価

２０２４年度診療報酬改定内容

新
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２０２４年度診療報酬改定内容

＊中医協総会第584回（2024年2月14日）資料より抜粋

第１基本的な考え方
医療安全を更に推進する観点から、医療安全対策が特に必要な特定集中治療室等の治療室及び腹腔鏡手術
等について、医療安全対策加算１の届出を要件とする。

第２具体的な内容
特定集中治療室等の治療室及び腹腔鏡手術等の施設基準に、医療安全対策加算１の届出を要件とする。

【特定集中治療室管理料】
［施設基準］
三 特定集中治療室管理料の施設基準等
(1)特定集中治療室管理料の注１に規定する入院基本料の施設基準
イ特定集中治療室管理料１の施設基準
①～⑥（略）

⑦ 医療安全対策加算１に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ（略）
ハ特定集中治療室管理料３の施設基準
① イの① 、④及び⑦ を満たすものであること。
ニ（略）

［経過措置］
令和６年３月31日において現に特定集中治療室管理料１、特定集中治療室管理料２、特定集中治療室管理
料３又は特定集中治療室管理料４に係る届出を行っている保険医療機関については、令和７年５月３１日
までの間に限り、第九の三の(1)のイの⑦、ロの①（イの⑦に限る。）、ハの①（イの⑦に限る。）又は
ニの①（イの⑦に限る。）に該当するものとみなす。
※ 救命救急入院料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集
中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料及び総合周産期特定集中治療室管理料についても同様。

医療安全対策の推進

改



医療安全分野における主な施設基準の届出医療機関数の推移（毎年7月1日時点）

中医協 資料より抜粋・編集

主な施設基準届出状
況

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

全国の病院総数 8,862 8,794 8,739 8,670 8,630 8,565 8,540 8,493 8,480 8,418 8,404 8,378 8,316 8,215 8,214 8,162 8,130

医療安全対策加算
１及び２

1,409 1,522 1,602 2,639 2,861 3,228 3,392
1/ 

1.720
1/ 

1.748
1/ 

1.771
1/ 

1.786
1/ 

1.792
1/ 

1.801
1/ 

1.812
1/ 

1.807
1/ 

1.805
1/ 

1.805

2/ 
1.770

2/ 
1.793

2/ 
1.848

2/ 
1.878

2/ 
2.033

2/ 
2.084

2/ 
2.135

2/ 
2.182

2/ 
2.263

2/ 
2.294

医療安全対策地域連
携加算
１及び２

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
1/ 

1,337
1/ 

1,442
1/ 

1,473
1/ 

1,475
1/ 

1,489
1/ 

1,495

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
2/ 

1,274
2/ 

1,431
2/ 

1,481
2/ 

1,498
2/ 

1,517
2/ 

1,592

感染防止対策加算１ ー ー ー ー ー 956 1,052 1,101 1,174 1,249 1,296 1,331 1,349 1,382 1,393 ー ー

感染防止対策加算２ ー ー ー ー ー 2,360 2,560 2,618 2,647 2,652 2,678 2,718 2,719 2,728 2,744 ー ー

感染防止対策地域連
携加算

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 1,318 1,337 1,372 1,378 ー ー

感染対策向上加算１ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 1,248 1,300

感染対策向上加算２ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 1,029 1,156

感染対策向上加算３ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 2,024 2,056

医療機器安全管理料
１

病院 2,103 2,207 2,354 2,386 2,450 2,481 2,519 2,559 2,609 2,638 2,672 2,700 2,718 2,731 2,741 2,750

診療所 186 189 237 253 255 265 280 282 294 297 312 319 323 334 345 250

医療機器安全管理料
２

病院 389 405 437 440 457 466 485 499 503 510 516 522 545 560 561 572

診療所 9 7 9 10 12 13 15 17 17 16 16 16 17 17 18 18

報告書管理体制加算 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 340 518



終わり
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